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行政常任委員会 

令 和 ４ 年 ２ 月 ４ 日 （ 金 ）

午 前 １ ０ 時 ３ ６ 分 開  会

○南委員長  それでは、ただいまより行政常任委員会を開催いたします。 

 先ほど市長から提案がございました２議案についての審査に入る前に、まず、市

長のほうから御挨拶をいただきたいと思います。 

○加藤市長  おはようございます。 

 委員の皆様には、本会議に引き続きまして、行政常任委員会を開催していただ

き、誠にありがとうございます。 

 さて、本委員会に付託されております議案につきましては、議案第１号、令和３

年度尾鷲市一般会計補正予算（第１５号）の議決についてと、議案第２号、第７次

尾鷲市総合計画の基本構想及び基本計画についての２議案であります。 

 なお、議案第２号、第７次尾鷲市総合計画の基本構想及び基本計画についてにつ

きましては、一昨年８月より第７次尾鷲市総合計画審議会で議論を重ねていただ

き、先月２８日に計画案の答申を受け、本市が目指すまちの将来像を「住みたいま

ち 住み続けたいまち おわせ」と定め、その実現に向けまちづくりを進めるた

め、議案上程させていただいておりますのでよろしくお願いいたします。 

 なお、先ほど臨時会の質疑におきまして、行政常任委員長でございます南議員の

ほうから御質問があった件について、多少私なりのちょっと追加させていただきた

いと思って。急な御質問でございましたものですから、ちょっと舌足らずの面もあ

ったかと思いますので、ここで整理しまして、ここでお話をさせていただきたいん

ですけれども。 

 今の都市計画……。 

○南委員長  市長、かけてください。 

○加藤市長  失礼します。 

 都市計画の変更について都市計画審議会のほうに諮問いたしております。まだ

今、この答申を受けるために今議論をされておりまして、いろんな形で議論をされ

ようかと思っております。その中で審議会からの答申というのを十分尊重しなが

ら、それと同時に議員の皆様の意見も尊重しながら、この都市計画変更についての

ことについては進めてまいりたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いした
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いと思っております。 

 以上でございます。 

 提出議案につきましては、担当課より説明いたさせますのでよろしく御審査をい

ただき、御承認賜りますようお願いいたします。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○南委員長  ありがとうございます。分かりました。 

 それでは、早速ですが、財政課から付託議案の関連の説明をお願いいたします。 

○岩本財政課長  財政課です。よろしくお願いいたします。 

○南委員長  すみません。 

 議案第１号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１５号）の議決についての

説明をお願いいたします。 

○岩本財政課長   それでは、議案第１号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算

（第１５号）の議決についてのうち、財政課に係る予算について御説明申し上げま

す。 

 まず、補正予算書の１ページを御覧ください。 

 今回の補正につきましては、第１条第１項にありますとおり、既定の歳入歳出予

算の総額にそれぞれ２,９９０万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ１１４億３,０８７万２,０００円とするものでございます。 

 続きまして８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳入のうち、下段にあります第１８款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基

金繰入金４５３万５,０００円の増額は、今回の補正財源として繰り入れるもので

ございます。 

 ここで、財政課の委員会資料の１ページを御覧ください。 

 今回の補正予算を踏まえた基金残高見込みでございますが、財政調整基金は、４

５３万５,０００円を取り崩すことにより、補正後残高は１１億７,５９０万４,０

００円。基金総額は２２億１,１１７万８,０００円となる見込みでございます。 

 財政課の補正予算につきましては以上でございます。 

 引き続き、それぞれ各担当課のほうから御説明申し上げますのでよろしくお願い

いたします。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 特に財政課からの、基金をはじめ説明があったわけなんですけれども、御意見ご

ざいませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、財政課からの審査を終わりたいと思います。 

 ありがとうございます。 

 次に、福祉保健課のほうに入っていただきます。 

 ちょっと待ってください。そのままでいくの。そのままで。 

 それでは、福祉保健課長、説明をお願いいたします。 

○山口福祉保健課長  それでは、議案第１号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予

算（第１５号）の議決についてのうち、福祉保健課に関する予算について予算書に

基づき御説明いたします。 

 新型コロナワクチンの追加接種につきましては、国の前倒しの方針等も踏まえ新

たに接種計画を見直し、安心安全かつ速やかに実施するものでございます。 

 まず、歳入から御説明いたします。 

 予算書の８ページ、９ページを御覧ください。 

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金、２目衛生費国庫負担金、２,０４２万２,０

００円の増額は、１節保健費負担金２,０４２万２,０００円の増額で、新型コロナ

ウイルスワクチン接種事業負担金２,０４２万２,０００円の増額は、新型コロナウ

イルスワクチンの追加接種に係る接種費用等の国庫負担金になります。 

 １５款県支出金、２項県補助金、３目衛生費県補助金４９５万２,０００円の増

額は、１節保健費補助金４９５万２,０００円の増額で、新型コロナウイルスワク

チン接種医療従事者派遣事業補助金４９５万２,０００円の増額は、新型コロナウ

イルスワクチンの集団接種のための医療従事者の確保が困難な中、ワクチン接種を

行う集団接種会場に、時間外・休日に派遣の協力をいただく医療機関に対し支援す

るための補助金でございます。 

 次に歳出でございます。１０ページ、１１ページを御覧ください。 

 ４款衛生費、１項保健費、２目予防費２,５３７万４,０００円の増額は、細目感

染症予防対策事業２,５３７万４,０００円の増額で、３節職員手当等時間外勤務手

当６００万円の増額は、集団接種に係る職員の休日等時間外勤務手当になります。 

 ７節報償費２３９万７,０００円の増額は、新型コロナウイルスワクチン接種に

係る接種費用のうち、集団接種に係る薬剤師への報償費２３９万７,０００円を増

額するものでございます。 

 次に、１０節需用費１００万円の増額は、集団接種に係る針捨てボックス等消耗

品費でございます。 
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 １１節役務費２３２万５,０００円の増額は、接種券等発送に係る通信運搬費が

主なものでございます。 

 次に、１２節委託料５００万円の増額は、予防接種委託料４７７万７,０００円

の増額で、ワクチン接種にかかる医師、看護師の接種委託料及び新型コロナウイル

スワクチン対応業務委託料２２万３,０００円の増額は、５歳から１１歳のワクチ

ン接種に係るシステム改修費用でございます。 

 次に、１３節使用料及び賃借料３７０万円の増額は、複合機使用料６０万円、文

化会館使用料８４万円、冷暖房機器借上料１５０万円、機器借上料７６万円は接種

ブース用パネル等の借り上げに係る費用が主なものでございます。 

 次に、１８節負担金、補助及び交付金４９５万２,０００円の増額は、新型コロ

ナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業補助金４９５万２,０００円の増額

で、新型コロナワクチンの集団接種のための医療従事者の確保が困難な中、ワクチ

ン接種を行う集団接種会場に時間外・休日に派遣の協力をいただく医療機関に対し

支援するための補助金でございます。 

 これら全ての予算が国庫補助、県補助となります。 

 以上が議案第１号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１５号）の説明でご

ざいます。 

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 御質疑のある方。 

○濵中委員  この３回目接種、もう既に始まっているところもあるような報告を

聞いておるんですけれども、その部分に関しては、既決予算の中でやられていると

いうふうな理解でよろしいですか。 

○山口福祉保健課長  委員言われたとおり、１回目、２回目の接種にかかる費用

の既決予算内でできる部分については既に先行して行っております。 

 今回の追加接種に係る部分については、予算計上させていただいた分につきまし

ては、前倒し等が国からも強い要請がありましたので、その部分に係るものが主な

ものとなっております。 

○濵中委員  今回の議案提案されている予算の部分に関しては、これは３月中に

全て終わる分の回数を見込んだことと理解するんでしょうけれども、４月以降の分

は、じゃ、当初で新たにというふうに考えればよろしいですか。 

○山口福祉保健課長  そのとおりで、４月以降にも集団接種、予定はしておりま
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すので、その部分については当初予算のほうで計上させていただく予定としており

ます。 

○南委員長  よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 １点だけ、今回の１５号補正で、昨日から須賀利から始まって御苦労いただいた

んですけれども、これで年度中の３回目のワクチン接種者の人数というのはいかほ

どになりますか、参考までに、もし分かっていれば。 

○山口福祉保健課長  年度中は、約９,０００名ほど３回目接種を終わる予定とし

ております。 

○南委員長  結構おるね。分かりました。 

 よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  それでは、福祉保健課の審査を終了いたします。ありがとうござい

ました。 

 報告はありますか。 

 その他のワクチン接種の日程の報告をお願いいたします。 

○山口福祉保健課長  続きまして、議案に関する補正予算に関連して、新型コロ

ナワクチン追加接種につきまして御報告いたします。 

 これまで、医療従事者及び高齢者施設等入所者、また、初回接種を昨年の６月、

７月に接種を完了した方の追加接種の日程につきましては既に御報告いたしており

ますが、今回８月に接種を完了した方の日程や、５歳から１１歳までのワクチン接

種の内容等について御報告いたします。 

 資料に基づき、担当係長から御説明いたします。通知いたします。 

○東福祉保健課係長  それでは、資料１、新型コロナウイルスワクチン追加接種

に係る接種体制について御説明いたします。 

 接種体制につきましては、国が示しております初回接種から８か月以上の経過を

待たずに追加接種を実施する考え方によりまして、既に２月より６５歳以上の方に

つきましては２回目接種完了後７か月以上の接種間隔で実施しておりますが、３月

以降は、接種間隔をさらに６か月以上に短縮し、また、６４歳以下の方につきまし

ても３月以降は２回目接種完了後７か月以上に短縮し、ワクチンの供給量に応じ順

次接種を開始いたします。 

 また、速やかに接種を行う観点から、国からは各自治体のワクチンの量等に準
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じ、６４歳以下の方についても前倒しを行うことも検討されたいとの通知がありま

したことから、今後のワクチンの確保や接種体制などの状況を踏まえまして、社会

的機能を維持するために特に優先すべき職種の従事者については、随時接種を早め

ることも行っていきたいと考えております。 

 続きまして、３月の集団接種における対象者におきましては、６５歳以上及び７

か月を経過した６４歳以下の方を含め約２,８００人で、接種券の発送は２月中旬

を予定しております。日程といたしましては、輪内中学において３月１２日、市民

文化会館が３月１３、１９、２０となっておりまして、３月２０日以降につきまし

てはワクチンの供給量に応じ順次実施いたします。 

 今回使用するワクチンは、武田・モデルナ社製ワクチンでございます。 

 なお、迅速に追加接種を進める観点におきまして、本市に入荷したワクチンの種

類と量に応じ順次接種を御案内させていただいておりますが、使用するワクチンに

つきましては個別の通知によりまして、安全性や効果などを記載された厚生労働省

からのチラシを同封いたしまして市民の皆様には御説明をさせていただいておりま

す。 

 続きまして、５歳から１１歳の初回接種に係る接種計画でございます。 

 早ければ３月から希望する方々に接種できる体制を目指しておりまして、接種体

制は個別に丁寧な対応が可能である個別接種にて実施いたします。対象者は約６５

０人で、接種券の発送は２月下旬を予定しております。使用するワクチンは小児用

のファイザー社ワクチンでございます。 

 資料の説明は以上です。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 ただいまの担当からの説明について、御質疑のある方、御発言を。 

○村田委員  関連してちょっとお伺いしたいんですが、今予定を聞いたわけなん

ですけど、肝腎のワクチンの供給、きちっとなされるのかなという、ちょっと不安

があるんですけれども、その辺の見通しといいますか、その辺はいかがでしょうか

ね。 

○山口福祉保健課長  今回報告させていただいた３月１２日から２０日までの、

この日程につきましては、既にもうワクチンが確保できた部分でございます。これ

以降のワクチンについてはまだ未定な部分がございますけれども、今のところ、

我々が計画しているところのワクチンというのは入ってきている状況でございます

ので、今後も国のワクチン供給については注視して、接種計画を見直すなり早める
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なりしていきたいと考えております。 

○村田委員  ３月２０日以降、これは入ってくる見込みだという状況なんですけ

れども、果たしてそれが本当に入荷できるのかな、どうかなということが少し心配

されますね。それと、ファイザー社とモデルナ、２種類ありますよね。これが全国

的にいろいろ問題になってきておりますよね。その辺のところは担当としてどう取

り扱っていくのか御教示願いたいと思います。 

○山口福祉保健課長  ワクチンの種類、今言われたファイザー社製とモデルナ社

製なんですけれども、係長のほうからも説明させていただいたように、個別通知の

中に厚生労働省が紹介しています、３回目ワクチンについてということで、３回目

の接種の安全性と効果で、ファイザー社製、モデルナ社製のそれぞれの安全性につ

いて、どういった症状があって、ファイザー社製としてはどういう症状が出るか、

またモデルナについてはこういった症状が出る、そこにそれほどの差がないような

数値が見受けられます。 

 また、効果、ワクチンの抗体についても、ファイザーとモデルナ、交差接種と言

われる１回目、２回目でファイザーを打った方がモデルナを打った場合はどうか、

効果は下がってはいないのかというようなところも、このチラシによって周知する

こととしておりますので、担当課としては、ファイザー、モデルナ、それほど遜色

がないものかなとは思っております。 

 使用するワクチンにつきましては、国からの供給の順に応じて順次御紹介させて

いただいております。これは早期にワクチンを接種していただけるように順次国か

らの供給によって紹介させていただいているような状況でございます。 

 以上です。 

○村田委員  それはよく分かるんですけど、全国的にというか、この地方でもそ

うなんでしょうけれども、途中からワクチンの種類を変えるということに大変な戸

惑いがあるんですね。依然として初めに接種をしたワクチンで続けていただきたい

という方がたくさんおられます。そうなると、いや、私はファイザーじゃなきゃ嫌

だよという人が例えば増えたとしたら、果たしてワクチンの供給量がどうなんかな

という一つの心配、それと、先ほど課長が申されましたけれども、その辺のところ

の違いと、全然違わないんですよということをやはり市民の人にもっと知らしめる

必要があると思うんですね。いわゆる今までの概念で捉えておりますから、そうじ

ゃないんですという説得、その辺は担当として十分考えてもらわなければならんな

と思うんですが、その辺もいかがですか。 
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○山口福祉保健課長  どうしてもファイザーがいいと言われる方等もみえるかも

しれません。実際、ワクチンの供給については、モデルナ、ファイザーともに、も

う国からこれだけという形で入ってきますので、各自治体からファイザー社製を多

く欲しいというような要望を聞いていただけるような今状況ではございません。仮

に、ファイザーでないとという方がもしみえましたら、そこはこちらのほうも調整

はさせていただくつもりではおりますけれども、いかんせん数が限られております

ので早急に打つことが可能ではなくなって、後に回ってしまう可能性もあります

し、そういった方がかなり多くなれば、当然ワクチンの量が足らなくなるといった

こともございますので、速やかに、担当課としてはワクチンを接種していただきた

い思いから、御案内させていただいたワクチンでお願いしたいなというところはご

ざいます。 

 あと、広報等につきましては、先ほど個別通知で個々の通知を入れさせてはいた

だいておるんですけれども、今後、ホームページとか広報紙等々いろんなところで

広報して安全性や効果については周知していきたいと考えております。 

○仲委員  今後もワクチンが随時入荷されるということでございますが、これま

で安全に保管をされたということで認識をしておるんですけど、ワクチンが随時市

に、もしくは保健所に入荷されたときの保管状況とか、さらに、集団接種の場合、

どういうふうな安全対策の中で集団接種会場に運ばれて、どのように扱われている

か、ちょっと説明できる範囲で説明いただきたいんですけど。 

○東福祉保健課係長  ワクチンを保管いたします冷凍庫につきましては国から支

給されておりますファイザー社製のもの、モデルナ社製のもの、温度が違いますの

で、それぞれ支給されておりまして、福祉保健センター内で自家発電の電源の下、

管理をしております。 

 また、冷蔵庫、溶かした後は冷蔵庫で１か月程度の保管ができますが、それにつ

きましても福祉保健センターは完備しておりますので、そこで温度管理も十分含め

まして管理をしております。 

 また、接種会場における温度管理等も含めたワクチンの管理につきましても、薬

剤師、医師等の指示も含めまして冷蔵庫も接種会場には持ち込んでおりますので、

レンタルした冷蔵庫の中で管理して実施をしております。 

 以上です。 

○仲委員  先ほどの予算の中で、報償費、薬剤師に２３９万７,０００円が計上さ

れておるんですけど、これは主に接種会場でのワクチンを注射器へ挿入するとかそ
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ういう役割の業務ということで理解してよろしいですか。 

○山口福祉保健課長  そのとおりでございます。ワクチンを注射器に充 してい

ただく役目を薬剤師の方には担っていていただいております。 

○仲委員  最後に。 

 今回５歳から１１歳に係る接種計画が示されたんですけど、ちまたでは５歳から

１１歳についてワクチンの量が加減されるというようなことに報道されておるんで

すけど、そこらの説明をちょっといただきたいんですけど。 

○東福祉保健課係長  ５歳から１１歳のワクチンにつきましては、今１２歳以上

で使っているワクチンとは別のものになります。そもそも製品が違いまして、小児

用のワクチン、開発された、承認された小児用のワクチンを使用して実施するとい

う形になっております。ですので、大人用を薄めるとか量を減らすではなくて、小

児用と、単独の別のものを使用いたします。 

○濵中委員  先ほどの村田委員の質問と関連なんですけれども、ワクチンの会社

の違いについてのアウトプットは説明で理解できました。いろんな媒体を使って皆

さんに御理解を求めるということなんですけれども、やはりどうしても詳細にとい

う方に関して、窓口対応ができる余裕があるのか、相談体制として。そういったあ

たり、どこでそれを対応するのかというあたりが御案内できるようでしたらお願い

したいんですけれども。 

○東福祉保健課係長  交互接種につきましては確かに御不安をいただいている方

がいらっしゃいます。今ワクチンの相談窓口としましては、初回接種実施時から福

祉保健センター２階の福祉保健課のほうで対応させていただいておりますので、そ

れにつきましてもまた改めて周知させていただくとともに、今現在対応しておりま

すので、そのように実施していきたいと思います。 

○南委員長  他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  特にワクチン接種につきましては、この近辺でもかなり患者が増え

てきたようでございますので、お互いが十分気をつけて接種会場も万全を図ってい

ただくようよろしくお願いをいたします。 

 それでは、福祉保健課の審査を終わらせていただきます。ありがとうございま

す。 

 次に、商工観光に入る前に、まず、政策調整課長のほうからコロナ予算の全体説

明をしていただきます。よろしくお願いします。 
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○三鬼政策調整課長  政策調整課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第１号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１５号）の議決

に関して、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の進捗について、政

策調整課より御説明をさせていただきます。委員会資料を通知させていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 お手元にございます、めくっていただきますと、以前、行政常任委員会のとき

に、現状の進捗状況を御説明申し上げました、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金の事業者支援分の進捗でございます。 

 前回、上の段の欄の余剰金という欄に余剰金が見込まれることから、現在認めて

いただいている事業を推進することはもちろんのこと、さらに新たな事業を起こし

て、有効にこの交付金を活用することを目指して事業を組み立てさせていただきま

した。 

 後ほど商工観光課が御説明します三つの事業、プラス総合病院が既存の予算で対

応するものについてこの表に基づいて御説明申し上げます。 

 今回、余剰額を解消する対象として下段を御覧ください。 

 商工観光課の尾鷲よいとこスタンプ会事業補助金の追加分が４３万５,０００

円、同じく商工観光課の尾鷲市地域経済応援支援金１０月分が２５０万円、同じく

商工観光課の尾鷲市酒類販売事業者等支援金（８・９月分）が１６０万円、これが

今回補正予算に計上させていただいております。 

 別に、総合病院が尾鷲総合病院感染症対策設備整備事業といたしまして、これは

一般会計から尾鷲総合病院の特別会計に繰り出すものでございますが、３３０万円

を予定しております。 

 内容につきましては、いわゆるサーモカメラや、いわゆる空気清浄機などの感染

症対策の用品を買う予定でございます。これによりまして交付限度額が２,８３６

万５,０００円に対し見込額を３,００１万２,２９４円とし、一般財源の負担を１

６４万７,２９４円として交付金を有効に活用とする事業を御提案するものでござ

います。 

 説明は以上でございます。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 それでは、先ほどの政策調整課長の説明に基づきまして商工観光課の議案に関わ

る説明をお願いいたします。 
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○森本商工観光課長  商工観光課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第１号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１５号）の議決

についてのうち、商工観光課に係る補正予算について御説明申し上げます。 

 補正予算書及び予算説明書の１２ページ、１３ページのほうを御覧ください。 

 歳出でございます。６款商工費、１項商工費、２目商工振興費につきましては、

補正前の額２億４,４２０万２,０００円、補正額４５３万５,０００円を増額し、

２億４,８７３万７,０００円とするものでございます。 

 内容といたしましては、１８節負担金、補助金及び交付金として尾鷲よいとこス

タンプ会補助金４３万５,０００円、尾鷲市酒類販売事業者等支援金１６０万円、

尾鷲市地域経済応援支援金（１０月分）２５０万円でございます。これら３事業に

関しましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象事業とな

ります。詳細につきまして資料のほうで御説明申し上げます。 

 資料１ページのほうを御覧ください。 

 尾鷲よいとこスタンプ会補助金でございます。 

 本補助金は、令和３年第３回臨時会で御承認いただきました補助金につきまし

て、実績が予定を上回ったことから実績値に合わせ、増加分を追加補助とさせてい

ただき、交付しようとするものでございます。 

 本補助金は、本市が実施する地域振興券及びプレミアム付商品券事業期間に合わ

せて、尾鷲よいとこスタンプ会が市内消費活動の活性化を目的に、同期間中にポイ

ント２倍事業を実施された者に対して補助金を交付するものでございます。 

 当初は１５０万円のスタンプの売上げを想定し、７５万円の補助金を予算計上さ

せていただいたところでございますが、実績が２３６万８,０２４円でありました

ことから、その額、補助金額の差額として４３万５,０００円を計上するものでご

ざいます。 

 今後におきましても、尾鷲よいとこスタンプ会の事業と連携するといった地域経

済の活性化に向けての取組に進めたいと考えております。 

 次に、尾鷲市酒類販売事業者等支援金でございます。２ページのほうを御覧くだ

さい。 

 本事業は、三重県まん延防止等重点措置や緊急事態宣言の発出時に、時短営業な

どによりお酒などの販売に影響を受けた酒類販売事業者等に対して、県が支援する

三重県酒類販売事業者等支援金（８月・９月分）を交付した場合、尾鷲市として同

額を上乗せ給付いたしまして、事業の継続等について支援を実施するというもので
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ございます。 

 本事業を実施するに当たり、現状について関係機関等から聞き取りを行いまし

て、大きな影響を受けている状況や他市町の交付状況等を調査した結果、今回の補

正予算として計上させていただいたものでございます。 

 次ページを御覧ください。 

 こちらのほうは県の事業詳細をおつけしております。 

 対象月は８月、９月で、支給金額は中小法人、個人事業者等で差があり、前年も

しくは前々年の同月の売上げで比較した減少率により表のとおり交付されるという

ものでございます。 

 続きまして、尾鷲市地域経済応援支援金（１０月分）を説明申し上げます。 

 本事業は、臨時会において御承認いただきました尾鷲市地域経済応援支援金８

月・９月分に加えまして、県が事業化いたしました三重県地域経済応援支援金１０

月分の交付を受けた事業者に対しまして、本市も尾鷲市地域経済応援支援金１０月

分として同額を上乗せ給付しようとするものでございます。 

 次ページのほうを御覧ください。 

 県の事業詳細をおつけしております。 

 県の事業の対象事業者は表のとおりとなっておりまして、前年もしくは前々年の

売上げと比較して３０％以上減少している事業者となっております。給付金額とい

たしましては、要件はあるものの中小法人等１０万円、個人事業者等５万円となっ

ております。 

 補正予算の事業説明は以上でございますが、これらの事業の提出期限につきまし

て御報告を申し上げます。 

 さきに事業実施いたしております尾鷲市地域経済応援支援金８月・９月分及び尾

鷲市あんしんみえリア取得推進応援金に関しましては、申請書の提出期限を１月３

１日及び２月２８日までとしておりましたけれども、認定作業に日数を要するとい

うことから、今回補正計上いたしました事業と同じく、来月の３月１８日まで延長

させていただきたいと考えています。この期限を過ぎますと支給対象外となってし

まいますので、対象事業者の皆様にはお忘れなく御申請いただきたくお願い申し上

げるところでございます。 

 また、三重県地域経済応援支援金８月・９月・１０月分に関しまして県と協議い

たしました結果、交付対象事業者の一覧をいただくことが難しく、本市の支援金未

支給事業者を把握することができておりません。今後様々な媒体で徹底した周知を
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図る予定でございますが、交付対象事業者皆様におかれましてはできるだけ早く御

申請をいただきたくお願い申し上げるところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 説明は以上でございます。 

 ただいまの説明に御質疑のある方、御発言をお願いします。 

○小川委員  尾鷲市地域経済応援支援金２５０万、挙がっておりますけれども、

これの積算根拠というのは、やはり８月、９月に合わせているのかどうか、その積

算根拠をできれば教えてください。 

○森本商工観光課長  今回、２５０万円の計上させていただいた１０月分のもの

でございますが、実績として３６件のほうを県のほうから聞き取っておるところで

ございまして、実績額もこれに当てはまるような形で計上させていただいたところ

でございます。 

○小川委員  三重県のほうの地域支援金、これの審査において不備が相当あるみ

たいで追加されるケースがあるみたいなんですけど、この８月・９月分に対しても

３月まで延長されましたけれども、それで大丈夫なんでしょうか。 

○森本商工観光課長  私どものほうで県のほうに聞き取りいたしまして、現在８

月・９月分に関しましては７４件のほうの実績があるというふうな形で聞き取って

いるところでございます。未審査の部分もございますけれども、この中ではまって

いるような状況というふうに認識しておりまして、認定されましたら漏れなく支給

できるような状況で予算計上させていただいているところでございます。 

○小川委員  それと、予算書には載っていないんですが、国の事業なので。持続

化給付金の第２弾として出ましたよね、１月の末に、事業復活支援金。個人事業者

は５０万でしたかね。あと、法人では最大２５０万、そちらのほうが今大事なんじ

ゃないかと思うんですけど、その周知とかそれはどうされるのか。 

○柳田商工観光課長補佐兼係長  御質問がありました事業復活支援金でございま

すが、１月３１日から受付を開始されておりまして、給付対象におきましては、中

小法人、個人事業者が対象となっております。 

 また、その要件ですけれども、コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者様

が、昨年１１月から３月までのいずれかの月の売上高が２０１８年の１１月から２

０２１年の３月までの同じ月の売上高と比較いたしまして、３０％以上減少してお
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る場合に給付されるというものでございます。 

 個人事業主におきましては、３０％から５０％未満の事業であれば３０万円、５

０％以上減少しておれば５０万円を給付されるというものでございますので、恐ら

くこの地域におきましてもそういった事業者様、たくさんおみえになると思います

ので、私どもといたしましてもホームページ、ワンセグ、ＳＮＳ等でできる限りの

周知を図ってまいりたいと考えております。 

 なお、申請期間のほうが５月３１日までという長い期間となっておりますので、

できるだけ多くの皆様にお届けしていただけるように努力してまいります。 

○小川委員  ぜひ分かりやすく、打撃を受けている事業者さんというのは結構あ

りますので、これ、どの事業者さんもみんな使えるみたいなので、ぜひ周知のほう

をしっかりとよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○南委員長  他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、商工観光のほうも審査を終了いたしたいと思い

ます。 

 ここで１０分間休憩します。 

（休憩 午前１１時１５分） 

（再開 午前１１時２５分） 

○南委員長  それでは、休憩前に引き続き、会議を続行いたします。 

 ３役の教育長にも入っていただきましたので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、早速ですが、政策調整課より議案第２号、第７次尾鷲市総合計画の基

本構想及び基本計画についての説明を求めます。 

○三鬼政策調整課長  政策調整課です。よろしくお願いいたします。 

 議案第２号、第７次尾鷲市総合計画の基本構想及び基本計画について御説明をさ

せていただきます。 

 委員長、御説明の方法ですが、まず、先月、答申をいただきました第８回審議会

において御説明した内容をお伝えしてから総合計画全体の概要をお伝えする方法で

いきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○南委員長  そのようにお願いいたします。 

○三鬼政策調整課長  それでは、１月２８日に行われました最終の第８回総合計
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画の審議会における事務局からの変更点、また委員からの御質問について概略を申

し添えます。 

 主な修正箇所といたしましては６７ページを御覧ください。６７ページを通知さ

せていただきます。 

 ６７ページから始まる第４部、基本計画全体に及ぶことなんですけど、施策分野

２－６から３－５の関連計画の中に昨年１１月に策定いたしました関連計画とし

て、尾鷲市港まちづくりビジョンを追記させていただきました。これにつきまして

は、先月１９日に尾鷲商工会議所が中心となり、尾鷲港振興会が設立されているこ

と、今後、本市が一緒になって取組を進めていくに当たり、防災や農業、林業、水

産、商工、観光プロモーションなどの分野において、重要なビジョンであることか

ら関連計画として追記させていただいた旨を御説明させていただきました。 

 次に、１３２ページを御覧ください。通知いたします。 

 １３２ページにございます４－３、スポーツのところでございます。それの主要

施策の④のタイトルに、以前は地域活性化という文言が入っておりました。これに

つきましては、地域活性化という言葉が幅広い概念であり、本市の様々な取組が地

域活性化につながるものであるという理由から、主要施策のタイトルからは活性化

という文言がここに必要かどうかという議論の末、削除しております。 

 また、④スポーツを通した交流の促進の黒丸二つ目の記述の中に、「おわせＳＥ

Ａモデル構想のスポーツ振興ゾーンなどの新たな施設の活用や」とございました

が、上のほうにあります現状と課題の黒丸の６点目の表現との統一を図るため、

「の新たな施設」というところを外したらどうかという御意見があって削除いたし

ております。 

 その他は前回に引き続き、可能な限り西暦、和暦の統一を行うこと、誤字脱字の

修正、加えて、御覧いただいて分かるように、市内小学校１０２名の児童から提供

いただきました、まちの将来像「住みたいまち 住み続けたいまち おわせ」をテ

ーマとした絵画作品の掲載をさせていただいております。 

 また、市長挨拶の掲載などを新しくしたことをお伝えいたしました。 

 なお、当日の審議会では、答申、この後説明しますが、いただいた後に誤字脱字

については事務局での修正を御了承いただいていることを申し添えます。 

 次に、当日、審議会の委員の中で、御説明、答申に至るまで、委員から御質問や

御意見があったことについて概略を申し上げます。 

 それにつきましては、委員の１人から、主に３名の方が御質問をされた概略です
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けど、委員の方の１人からは、６９ページのＳＤＧｓの修正のところに、いわゆる

目標とゴールという二つの記述があるけど、これをゴールというふうに修正した理

由はということがまず１点ありました。 

 また、尾鷲港まちづくりビジョンが追加されたことの説明を求める御質問がござ

いました。 

 ３点目は、地盤の液状化に関連して、おわせＳＥＡモデルを推進する三田火力発

電所の跡地について、「進める」ならいいけど、「推進する」ということはちょっ

と表現としてどうかという御質問があり、「推進する」という言葉を入れるなら

ば、「安全安心な場所に」という追記をすべきだという御意見がございました。 

 この委員の御質問に対しましては、事務局としましては、以前からパブリックコ

メントでお伝えしていることも御説明の上、ＳＤＧｓにつきましては、いわゆるサ

ステーナブル・ディベロップメント・ゴールズというところの説明で、ゴールとい

うふうに統一したことの旨を御説明いたしました。 

 港まちづくりビジョンにつきましては、先ほど申し上げました今般の動きと今後

の修正、動きも含めて御説明申し上げました。 

 あと、安全対策につきましては確かにこの「安全安心な場所に」という言葉を書

かなければ、ＳＥＡモデルが表現できないかというところも、会長をはじめ諮って

いただきまして、それは基本的な考えであろうということから御納得いただきまし

た。 

 また、この委員からのまた次の言葉で、この跡地を進めることは重要なことで賛

成するのだが、やはり安全をよろしくお願いしたいという言葉で締まりました。 

 次の委員からの御質問が、いわゆるこの計画の進め方に当たって、過去の総合計

画ごとに様々な事業が行われてきたが、計画案の中身は皆さん熱心に協議をしてい

ただき、いいものができたと評価をいただきましたが、具体的に進めていくには過

去の経験をぜひ生かして、いわゆる整合性を取りながら進めてほしいという御意見

がございました。それは事務局として受け止めて進めるというお答えをしました。 

 あと最後、３点目は、委員の１人からは、いわゆる今後、この総合計画を見てい

ただくに当たって、見ていただきたいサイトのＵＲＬが書いてあるんですが、ＱＲ

コードも併せて表現したらどうかという御提案がありました。事務局としては多岐

にわたるＱＲコードがちょっと煩雑になることも踏まえて、可能ならば対応するけ

ど、現状ではちょっと対応が難しいという旨を御説明して了承いただきました。 

 そういうことも踏まえまして、当日の意見は岩崎会長からの答申を結びとして進
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めさせていただきました。 

 最後に、岩崎会長からは、今日出た意見も踏まえて、特に修正点は、いわゆる当

日修正したものはなく、答申案を整理した後、後ほど御説明申し上げますが、答申

書として御提出いただいた次第でございます。 

 １月２８日の運びは以上でございます。 

 続きまして、総合計画全般について御説明をさせてください。よろしくお願いし

ます。 

 ちょっと参考を見ながらですので、基本計画書の２ページを御覧ください。 

 ここに総合計画の位置づけを書かせていただいております。というのは、総合計

画とは、自治体運営の基本的な指針として、まちのあらゆる計画や施策の基礎とな

り、まちの将来像とその実現に向けた施策を示すものです。 

 尾鷲市では、昭和４５年度に第一次総合計画を策定して以来、６回にわたり計画

を策定し、今回の第７次総合計画に結びついております。 

 特に今回の特徴としましては、急速な人口減少・少子高齢化をはじめとした人口

問題、大規模災害の発生、新型コロナウイルス感染症の流行などの社会問題を背景

とし、また、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会実現を

目指す、ＳＤＧｓですね。また、地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出量ゼ

ロ、「実質０」を目指す脱炭素、このようなことを踏まえて地域社会を取り巻く環

境の変化に対応するための背景がございます。それを含めて第７次策定に至ってお

ります。 

 なお、第７次総合計画の基本構想及び基本計画は、尾鷲市議会基本条例第９条に

おいて議会の議決事項となってございます。 

 続きまして、７ページに総合計画の仕組みを御説明申し上げます。７ページを御

覧ください。 

 総合計画の構成と計画期間を再度申し上げます。 

 今回、基本構想というのが総合計画の最上位にございまして、長期的な展望に立

って総合的かつ計画的な行政運営を行う指針であり、尾鷲市の将来像を描くための

まちの将来像とまちづくりの理念として示すものでございます。これは１０年間定

めるものでございます。 

 今回、基本計画につきましては、基本構想で定めたまちの将来像とまちづくりの

理念を実現するため、基本目標に基づき、必要な施策を体系的かつ具体的な事業計

画として明らかにするもの、今回御提案しているのは前期基本計画の令和４年度か
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ら令和８年度分でございます。これを御承認いただいた後、実施計画という実際の

お仕事をする予算にひもづいた事業に関わってくるわけでございます。 

 実施計画は、基本計画に定めた施策、事業を財政的な裏付けをもって計画的に実

施することを目的とし、毎年度の予算編成等の指針とするものでございます。施策

の目標を達成するために、ＰＤＣＡサイクルを通じて、新規事業の追加・事業の組

み替え・見直しを行い、適切な進行管理を行います。ですので、実施計画をするた

めには、基本計画が必要であり、基本計画の考えの基となる基本構想が必要という

総合計画の構成でございます。 

 続きまして、飛びまして２６、２７ページを御覧ください。 

 ここでは、３５名の審議会委員が、今回は８回の審議会、３回の部会、一昨年の

８月から、市長に諮問を受けてから度重なる議論をいただきましたが、その出発点

となる主に議論をいただいたところを中心に御説明申し上げます。 

 この２６、２７ページにございますように、まちづくりの基本目標、計画の体系

をつくるところから話が始まっております。 

 今回、まちづくりの計画の体系を進めるに当たり、何がまちづくりの課題かとい

うところを皆さんで話し合った結果、まずは人口減少への対応と地域を担う次世代

の育成、次に、産業の活性化とまちの魅力の向上による経済の再生、最後に、持続

可能な行財政運営と、地域コミュニティの再生・強化、これがないと次のまちづく

りは解決するべき課題としてこの三つを共有いたしました。この課題を解決して将

来像を描いていくための理念として、尾鷲市民憲章を永遠の理念と位置づけており

ます。 

 尾鷲市民憲章とは、「一、郷土を愛し、清潔でみどり豊かなまちをつくりましょ

う。一、人と人とのつながりを大切にし、思いやりのある住みよいまちをつくりま

しょう。未来を担う子らを健やかに育て、夢と希望あふれるまちをつくりましょ

う。伝統を生かし、文化の香り高いまちをつくりましょう。産業を育て、活気あふ

れるまちをつくりましょう。」、この五つの構成から成る尾鷲市民憲章を理念と

し、次にはこれから１０年間のまちづくりの重要かつ横断的な視点、これをみんな

で協議いたしました。 

 その中では、やはり地域強靱化、ＳＤＧｓ、関係人口の増加、次世代を見据えた

Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０、地域コミュニティ、脱炭素社会、持続可能な行財政運営、

この七つの視点から次の１０年間を描くことを合意いたしました。 

 その結果、まちの将来像として、「住みたいまち 住み続けたいまち おわせ」
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という将来像を掲げ、これを実現するための基本目標を五つ定めております。

「１、安心して生み・育み・暮らせるまちを創る」、「２、安全で快適に暮らせる

まちを創る」、「３、人々が集い、活力溢れるまちを創る」、「４、郷土を愛し、

学び・伝えるまちを創る」、「５、健全で次世代に繋ぐまちを創る」、この五つの

基本目標が、いわゆる「住みたいまち 住み続けたいまち おわせ」というものと

合わせて基本構想というものです。 

 右の２７ページに、右横に基本構想はここからここまでですという表現をしてお

りますが、まちの将来像とまちづくりの基本目標までが基本構想、この基本目標に

基づく１１の政策、これがいわゆる基本計画をなすものでございます。 

 今回、３５名の審議委員の皆様には、この基本目標に基づく政策を議論していた

だくために五つの部会に分かれていただきました。それで合計３回の議論をしなが

ら政策に基づく施策、これを一つ一つ積み上げていきました。 

 五つの基本目標、１１の政策に基づく施策について活発な議論をいただいた結

果、７７ページから１５２ページにわたる各いわゆる施策を御議論いただいた次第

が、審議委員さんの活発な議論が行われたメインのところでございます。 

 次に、審議委員による審議の過程について概略を御説明申し上げます。 

 ちょっと飛びますが、１９２、１９３ページを御覧ください。 

 総合計画の策定の経緯でございます。 

 先ほど申し上げました７７ページから１５２ページにわたる施策をつくり上げる

までに、これらのことを実施いただきました。 

 まず、令和２年８月１８日に第１回審議会で、いわゆる審議会委員の会長・副会

長の選任に始まり、市長からの諮問、いわゆる今後のスケジュールを示しながら令

和２年９月には総合計画策定に関するアンケート調査、令和２年９月１４日には高

校生ヒアリングをはじめ庁内ワーキンググループ、随時、尾鷲市議会行政常任委員

会にも報告をさせていただきながら進めてまいりました。定期的に審議会を重ね、

先ほど第３回の部会の開催も含めまして、１９３ページになりますが、昨年１２月

からパブリックコメントを実施し、１月２８日に第８回審議会を経て答申をいただ

いたという流れでございます。 

 合計１１回会合を開かせていただき、審議会の皆様には大変お世話になってあり

がとうございます。 

 最後、ちょっと流れとした話から、総合計画の審議会からいただいた答申が１９

４ページ、１９５ページにございます。これにつきまして説明をさせていただきま
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す。これは、第８回審議会で皆さんの総意として会長が意見を取りまとめ、最終合

意として出された答申書でございます。岩崎会長からの提言として市長に答申され

た内容をちょっと紹介させていただきます。 

 当審議会は、令和２年８月１８日に令和４年度からを計画期間とする第７次尾鷲

市総合計画について市長から諮問を受け、審議会において審議を重ねるとともに、

専門的事項について調査及び審議をするため、まちづくりの基本目標に合わせ、第

１部会（安心して生み・育て・暮らせるまちを創る）、第２部会（安全で快適に暮

らせるまちを創る）、第３部会（人々が集い、活気あふれるまちを創る）、第４部

会（郷土を愛し、学び・伝えるまちを創る）、第５部会（健全で次世代に繋ぐまち

を創る）の５部会を設置し、慎重に審議を重ねてきました。 

 審議においては、国内の社会経済動向や尾鷲市の現状、市民アンケートなどの市

民からの意見などを踏まえ、また、これから１０年間のまちづくりにおいて非常に

重要かつ横断的な視点も考慮しながら、総合計画の構成や基本構想に掲げるべき事

項について慎重かつ活発に議論を進めてきました。 

 また、基本構想を実現するための政策やそれに基づく施策を示した基本計画で

は、施策分野のあり方や取り組みの方向性などについて、各部会において慎重かつ

活発に議論を進めてきました。 

 その結果、諮問された「第７次尾鷲市総合計画（案）」については、市当局より

示された策定基本方針に基づき、策定の見える化を図り、実現性・実効性を確保し

た計画であり、また、市民参加によるわかりやすい計画づくりに努めた計画となっ

ていることから、計画推進における留意事項を付し、妥当であると判断します。 

 なお、総合計画は、まちの将来像「住みたいまち 住み続けたいまち おわせ」

の実現に向けた市民への公約であり、本計画に掲げる諸施策が具体的に実現される

ことが重要であることから、市民をはじめ多様な主体との協働を図りながら、積極

的に取り組むことを求めます。そして、計画推進における留意事項が付されており

ます。 

 人口減少や高齢化の進展は、日本全体でさらに加速化しており、尾鷲市において

も将来人口の見通しで示されたとおり、前計画期間では歯止めがかかっていない状

況である。 

 本計画では、各施策分野においてなお一層の取り組みを推進することはもちろん

であるが、「おわせＳＥＡモデル構想」の実現を通して、新たな働く場・中心市街

地の魅力の創出を通じて、人口減少のスピードを緩め、さらに、高校生のヒアリン
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グ結果でもあったように、若者を留めることに特に用いるべきである。 

 しかし、その一方で、尾鷲市全体は、１９６０年以降、人口減少が続いている状

況であり、その意味では、人口減少・高齢化の先進地として、その経験から生まれ

た知見、例えば、地域の互助意識や「もてなしのこころ」は、ソフトなまちづくり

として今後も維持し、さらには発展させるように努める必要がある。 

 また、本計画は、「国土強靱化地域計画」や「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」と一体的に策定しており、このことは、尾鷲市にとっての喫緊の課題を明らか

にし、その取り組み姿勢を全国にアピールするものであることから、市民はもとよ

り、多様な主体との連携を図りながら積極的に取り組んでもらいたい。 

 更には、今般の新型コロナウイルス感染症拡大などにより、社会経済情勢の先行

きが不透明な中で、本計画に基づく諸施策を推進していくためには、市は変わりゆ

く状況変化に柔軟に対応した行財政運営を進めることにより、歩みを止めることな

く適宜適切に取り組んでもらいたい。という答申をいただきました。そういう流れ

の中で、今日の答申案を議案上程に至った次第でございます。そういう中から、今

概略を御説明したことを申し添えて、説明とさせていただきたいと思います。 

 議案につきましては十分に御審議いただき、御承認賜りますようどうぞよろしく

お願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ここで昼食のため、休憩をいたします。 

 午後は１時１０分から開催をいたします。 

（休憩 午前１１時４７分） 

（再開 午後 １時０９分） 

○南委員長  それでは、休憩前に引き続き、委員会を続行いたします。 

 午前中は、第７次尾鷲市総合計画の基本計画についての答申に基づいた概略説明

をしていただきましたので、審査の時間に入りたいと思います。 

○濵中委員  では、細部というよりは全体のこの総合計画について、市長の思い

というものをもう一度再確認させていただきたいんですけれども、先ほどの説明の

中で、令和２年８月に諮問を出されたと。その後、私たちは改選がございましたか

ら、恐らくそこで市長は信任を得られてここにおられるということは、市長の方向

性とか目指すところに関しては、市民の皆様からある程度の信任をいただいたのか
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なって、その結果でというふうには理解をしております。 

 実は、この総合計画を議決するということに当たって、いろいろ調べてみました

ところが、昨年度末に、今年度から始まる岐阜県の美濃市の６次総合計画の議決が

ございました。そのときに、美濃市長はこれが否決されたら議会解散をするという

言葉が出ておりました。恐らくいろいろ紛糾したんだと思います。 

 １０年ほど前には、埼玉県の北本市で、実際に総合計画が否決をされたときには、

そのときには、市長は私に対する不信任であるという、そういった言葉も残ってお

ります。それぐらい総合計画の議決というものは重たいものであると、そういった

理解をしているんですけれども、市長はここにこの総合計画を議案として出される

に当たって、やはり市長の目指すところへの思いであるとか、そういったあたりの

強い気持ちがなければ、この議案提案というのはできないものなのかなというふう

に感じましたものですから、これに関して、再度市長の議案提出に当たっての気持

ちをお尋ねしたいと思います。 

○加藤市長  委員御指摘のとおり、第７次の総合計画を実施するに当たって、キ

ックオフというのですか、令和２年の８月に第１回の審議会を開催されたと。これ

は市長としての私が諮問したわけなので、こういう形で皆さん方に御審議いただき

たいという。その内容については、これはもう当初から、おっしゃるように、私は

令和３年の６月に市長として再選されました。そういった中で、今後２期目を目指

す中で、やはり尾鷲市としてはこうあるべきでありたい夢を構想に、構想を具体的

に、要するに、計画に立って、計画をいろんな施策に結びつけながら実行計画を行

うと。これが要するに、これから行う１０年じゃないかと。 

 その前の背景として、これは皆さん方御承知のとおりだと思うのですけれども、

少子高齢化に伴う人口減少というのは尾鷲市は非常に激しいと。毎年毎年３５０人

から４００人ぐらい人口が減っている、そういった中で、要するに、正直に言って

人口統計の中でもずっと、あと１５年先には１万人を割るんじゃないかと。そんな

状況の中で、尾鷲市というのは、やはり復活というんですか、やはりこれを、尾鷲

市を維持、継続して発展させるためには何が必要なのかというのを盛り込んだのが、

私はこの第７次の総合計画、この話だと私は認識しております。そのためにも、私

は今後の尾鷲市を考えた場合には、どうしてもやっぱりこの総合計画をぜひ、答申

が出されましたので、今日議会のほうに議案として提出させていただいたわけなん

ですけれども、そういう中で、議員の皆様の御理解と御協力をぜひお願いしたいと、

このように思っております。 
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○濵中委員  すみません、解散やの不信任やのという物騒な言葉を使いましたけ

れども、それぐらいの重みのあるものであるということを私らも重々認識せなあか

んのかなという気持ちもありましたし、実際やはり解散を経験した議員であるとい

うことからも、もうこういった紛糾は市民に一番迷惑をかけるんやということも実

際経験しております。どうか、本当に一つの方向を向いて実行できる計画であるこ

とを確認して、今後の採決に臨みたいと思いますので、市長のほうも、どうか、そ

の辺りをきちんと御理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○西川委員  今、濵中委員が言われたように非常に大事な案件ですよね、これ。

今回で決まってしまうということは。 

 じゃ、そういう大事な案件が決まってしまう、こういう書類、資料をなぜもっと

前からもらえないんですか、これ。１週間そこらで全てチェックできるものじゃな

いんですけど。前から言っていますよ、僕、資料は、前日ではなくもっと前に出し

てくれということは。これで決めるんですよね。 

○三鬼政策調整課長  御指摘の点にお答え申し上げます。 

 今回、総合計画、随時議会にもお示ししながら、審議会委員の答申を経てお示し

をしております。そういう中で、体系的にもいろんな面も、随時変更点も申し上げ

ながら、確かに委員の皆様のお手元に届くまでに、過去の資料もございました。そ

れとの変更点も今日申し述べたとおりでございますので、そういう中で、争点とい

うかポイントとなるところはいろんな形で議論、質問が出されて、それはお伝えし

ながら整理をしてきましたので、いわゆるそういう面では、変更点も含めて議論の

中で洗い出されておりますので、それは十分に御認識いただいた上で審議が進んで

いるというふうに理解しております。 

 ですので、なかなか成果物として、早くお渡しいただきたいというものは、議会

の進行上のことも含めて、その辺は私たちもできるだけ詳しく見ていただく時間が

あったほうがよろしいのかなという思いはございますが、今までに説明してきたこ

とも含めて、その辺は御理解いただきたいと思います。 

○西川委員  時間が短いと、チェックがやっぱり大事なものでしょう。それ、自

分たちで言っているように。それ、チェックが全部きちっとできなんだものであれ

なのですけど、小原野の土地、この前公聴会で、ある議員さん、前議員さんが言っ

ておった土地なんかは、１０年間の計画には何も使われずにそのまま放置されるん

ですか。こんなのも記入されていないと思うんですけど。 

○三鬼政策調整課長  個々の施策につきましては、いろんなお考えやいろんな意
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見があることは承知しております。 

 総合計画において、基本構想、基本計画、これを記入する上で、どこまで詳細に

その事実を深めて記入するかということは、これまでも各委員さんの御意見もあっ

たように、いわゆる確立されていないものや、そういうところについては、細心の

注意を払って記入すべきであるとか、そういうところは私たちも心得ております。 

 ですので、今、委員がおっしゃられた、小原野の土地云々につきまして、防災的

な位置づけが都市計画マスタープラン等であることは存じ上げておりますが、それ

も含めて、いわゆるこの総合計画という現在の形で、特に個別に記入するものでは

ないかという審議会も含めた御意見は特にいただいておりませんので、それは今回

には入っておりません。 

○西川委員  じゃ、あそこ、津波浸水域に公共施設を造る、建設することになっ

ての考え方なんですけど、国は自治体の事前復興計画策定を求めているけど、尾鷲

市のほうはそういうのが記入はきちんとされていますか。 

○三鬼政策調整課長  担当は防災危機管理課になりますので、私の知っている範

囲でお答えしますと、基本的な防災についての記述は１０６ページから１０７ペー

ジにございます。 

 そういうところで、事前復興計画等も含めて、過去にいろんな一般質問等でも御

指摘があったところでございますが、それについては、特に今後の課題として整理

する中で地域防災計画であるとか、そういうところを進めていく上での議論の一つ

の争点にはなると思いますけど、今回の審議会の中では、そこまで書き込むところ

までは議論は至っておりません。 

○西川委員  じゃ、最後にちょっと聞かせてもらいますけど、釣り桟橋構想がぼ

しゃりましたよね。じゃ、もう尾鷲ってＳＥＡモデルって書かれているけど、ＳＥ

Ａモデルなんてもう消えてなくなっておるんじゃないんですか、これ。まだこの１

０年の計画の中に書かれていますけど、そういうところをきちっと、まだ続けるん

ですか、これ、釣り桟橋。 

○三鬼政策調整課長  ここに記入させていただいています、語句であります、お

わせＳＥＡモデル構想というものは、おわせＳＥＡモデル構想のグランドデザイン

というものを描かせていただきました。そのときのいわゆるＳ、Ｅ、Ａ、それぞれ

の施策の中には釣り桟橋構想というものがございます。議会にも度々御報告申し上

げておりますが、釣り桟橋を実現するに当たっての尾鷲市のいわゆる守らなければ

いけない条件と、所有者である中部電力から示された条件に乖離があって合意に至
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っていないことはもう既に通知のとおりです。ですので、今はその状態が続いてい

ると御理解いただきたいと思います。 

○西川委員  じゃ、もうできないってはっきり言ってはどうなんですか、これ。

まだ中電は撤去の方向に向かっていますよ。予定表にも書かれていますし。じゃ、

また新たに今度は尾鷲が新設するんですか、こういうことを。まさか釣り堤防なん

てばかなこと言わないでくださいね。 

○三鬼政策調整課長  定例会でも、市長から、中部電力からそういう撤去したい

という通知があったという旨はお伝えしたとおりでございますが、それから特に私

たちも度重なるＳＥＡモデル協議会における中部電力とのお話をしておりますが、

それがこういう段階に来ているという進捗した状況ではなしに、中部電力が社とし

ての意思を表示されたというところで、今はそういう状態でございます。 

○西川委員  じゃ、まだ造る気でおるんですか。 

○三鬼政策調整課長  造る造らないというか、釣り桟橋事業というのが実際に構

想の中にございます。それをなし得る上で、いわゆる中部電力側が提示された条件

と尾鷲市側が求める条件が乖離しているので、中部電力もこのままでは実現が難し

いですねと言って、取り下げたいという意向がございました。それについては、私

たちもそれをどう近づけるかという妙案といいますか、はっきりとした提案ができ

ていないのも事実でございますので、するしないという議論を決定したわけではご

ざいませんが、今はその状態で、中部電力との関係はそのままということです。 

○西川委員  できるものならやってみなと言いたいです。 

○南委員長  他にございませんか。 

○中村委員  まず、ＳＥＡモデル構想の構想と計画についての違いを明確に教え

ていただきたいんですけれども。 

○三鬼政策調整課長  今、委員がおっしゃられたことは過去にも何回か御説明さ

せていただいたと思うのですが、中部電力跡地をどう活用していくかという、いわ

ゆる地域活性化のために中部電力跡地をどうしていくかという議論が出発点である

ことは御存じだと思いますが、その中で、Ｓ、Ｅ、Ａ、市民サービス、エネルギー、

エネルギーは再生可能エネルギーですけど、あと産業振興、アクア・アグリに代表

される雇用を起こすという、このＳＥＡモデル構想につきましてはグランドデザイ

ンを策定したときに、幾つかの事業が示されていることは御存じだと思います。で

すので、その構想を一つ一つ実現の可能性を追い求めて、今、ＳＥＡモデル協議会

に、もちろん三重県や三重大学もオブザーバーとして参加しておりますが、そうい
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う形で一つ一つ、いわゆる事業の可能性を詰めていっております。ですので、おわ

せＳＥＡモデル構想に基づく事業を今つくり上げているところで、ＳＥＡモデル計

画をつくることを目的とはしておりませんということは御理解いただきたいと思い

ます。そういう説明も含めて、ＳＥＡモデル構想と計画との区別を私たちはしてお

ります。 

○中村委員  構想はただの考えですよね。そして、協議会とは寄り集まって相談

することであり、この一番上位である尾鷲市総合計画の中に、まだ何も決まってい

ないただの考え、それを協議会で協議している段階を何回もそれに基づいて書かれ

ていますよね。 

 この総合計画は、国土強靱化に基づいてつくられるというのはよく分かるし、そ

れは真っ当なやり方やと思うんですけれども、このＳＥＡモデル構想、これはもと

もと中電からの尾鷲市に導入するＳＥＡモデルのスキームとして、尾鷲市に持って

こられたものですよね。そして、その中身は、当初あったのは、野球場なんか全く

どこにも入っていませんよね。それがころころ何回も中身が変わって、今、野球場

がメインみたいに入ってきていますよね。そういうふうに、ころころころころ中身

の変わる実体のないものに基づいて、産業をするとか、この土地を活用するとか、

そして、これは国土強靱化の最も大事な新しい公共物を造るときに、その公共物は

避難所として使われるべきだというところからも全く離れていますよね。これに１

６億かけて、そして、この中に書かれている、今、尾鷲は財政的にとっても大変な

状況やというのも総合計画には書かれていますよね。将来、あと５年で幾ら足らん

ようになるとか水道代が上がるとか、いろいろなことが言われている中で、整合性

が取れないという話を私は何回もしていると思うのですけれども、なぜこの整合性

が取れないものをちりばめるのか、お答えいただけますか。 

○三鬼政策調整課長  ちょっとおさらいさせてください。 

 総合計画は、今回議案として上げさせていただいたのは、基本構想、基本計画に

ついてお諮りさせていただいております。その中で、先ほども総合計画のつくり方

を御説明したときに、実施計画という項目がございまして、予算を伴う実施計画に

つきましては、いわゆる予算審議の中でいろいろと御議論いただくことが重要かと

思います。そういう中で整理をした上では、今回御提示しました総合計画における

ＳＥＡモデルの記述は、構想を実現し、いわゆる新しい人の流れによって地域活性

化を図るということを主眼に書かせていただいております。ですので、この事業を

どうする、ああするという、そういう表現をさせていただいていることはございま
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せんし、そもそもおわせＳＥＡモデル構想が何も実体のないものかのようにおっし

ゃられましたけど、これまでＳＥＡモデル協議会として、設立以来、協議会に対す

る負担金という形で一般会計からも支出をしていただいております。そして、観光

庁や環境省の支援もいただきながら、再生可能エネルギーを軸とした雇用の創出と、

あと集客交流人口の拡大、これは脱炭素社会の今においては、いわゆる炭素をたく

さん出していた火力発電所が、それが閉鎖し、脱炭素の動きを進める上で、再生可

能エネルギーを軸とした事業を進めていくことは、国も注目していただいておって、

いろんなところでも取り上げられております。そのお金をかけた事業の中で、現実

的には、今、中部電力がバイオマス発電を２０２３年度開始から計画しております

し、太陽光発電も２０２２年度というふうに、そういうふうに実際進んでおります。

そして、尾鷲市が絡んだ事業ですと、南部地域活性化基金、県の基金を活用しなが

らＳＥＡモデルにおけるサウナプロジェクトであるとか、観光庁の資金を活用した

いわゆる「ＣＯＣＯＲＩＳＭ×ＯＷＡＳＥ」という旅行商品の開発とか、そういう

ところで一歩一歩、いわゆる中部電力跡地の撤去工事が終わったときにどのような

動きができるのかということが、たくさんの関係者にお集まりいただきながら議論

をしているところですので、何も実体がなくて、それに対して総合計画で詳しく書

いていることではないということは御理解いただきたいと思います。 

○中村委員  今言われた事業は全て民間ですよね。ソーラーであり、再生可能エ

ネルギーであり、サウナであり、旅行であり。私が言いたいのは、公共と民間の事

業、民設民営の事業と公共物を浸水域に立てる計画というのは全く別物なんですよ。

それをＳＥＡモデル構想という構想の名の下にごちゃ混ぜにして、さも公共の公金

を民間と同レベルで同じように使おうとしているというそのスタンス、それでもっ

て新たな拠点とかに書き込んでいくということ自体に問題を感じているんですけれ

ども。 

○三鬼政策調整課長  私どもがＳＥＡモデル構想を実現する協議会の中でも、い

わゆる民間活力を導入した企業誘致、それに伴う雇用の創出、そういう産業を雇用

の増加に伴って、最終的には尾鷲市に、税収にも増えてというところを願っている

のは事実でございます。その中で、尾鷲市、中部電力、あと尾鷲商工会議所で構成

している中では、それぞれの役割もございます。その中で公共事業だけが、例えば

津波浸水域に好んで公共事業をすべきでないという意見は十分私たちも理解してお

って、今回の事業で皆さんが懸念されている津波浸水地域への野球場をはじめとす

るスポーツ関連の施設の建築も、ほかに適地が、私たちも探しましたが、ない状況
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もございまして、中部電力の跡地がもともと津波浸水域を前提としていることから、

津波浸水域ではあるが、安全対策を施した上ですることをみんなの知恵を出し合い

ながらやっていこうというのがＳＥＡモデルのコンセプトでございます。ですので、

その辺で整合性をどこまで求めるかというのは非常に大事なことだとは思いますが、

公共だから駄目、民間だからよいという、そういう端的なものではないと思います

ので、その辺を知恵を出し合いながらしていくのが今回のＳＥＡモデル協議会の役

割だと思っています。 

○中村委員  今さっき西川委員が言われたように、１万坪の土地が小原野にあり、

それが来年返ってくるのに、土地がないということ自体が非常におかしいですよね。

そして、片や浸水域に公共施設を持っていくためにＳＥＡモデル構想って何回も言

って、そして、防災にも土地利用構想にも、尾鷲市が持つ１万坪の小原野は一切触

れられていませんよね。これは個別ではないですよ。尾鷲の防災計画を立てるに当

たり、町の再編成をするに当たり、１万坪の土地をどういうふうに今後活用してい

くのかというのは、この１０年にとってすごく大事なことやと思うんですけれども、

それが土地利用構想にも書かれず、防災にも一言も書かれず、そしてこの野球場に

も書かれず、これ、１０年間の計画ですよ、来年の計画じゃないです。それについ

てどういうふうに考えられて、これをつくられたんですか。 

○三鬼政策調整課長  御指摘の小原野にある市有地は、私たちも以前にも何回か

御説明申し上げましたが、野球場の適地としてできないかというところは十分検討

させていただき、いわゆる形状として、ただ広さがあればよろしいというのではな

しに、それが収まるような形状かというところも非常に大事なところでございます。

例えば、山を切り開いて民有地を買ってまでしたらできるんじゃないかという議論

があるかもしれませんが、私たちは限られた時間の中で、いわゆるインフラ整備の

ことも含めて、費用対効果も考えて検討したときには、小原野は候補にはなり得ま

せんでした。ですので、それを例えばもともと防災のために、例えば大災害が発生

したときのための土地であるとか、そういう議論をしていることは承知をしており

ますが、それをこの総合計画の中でこの段階でどういうふうに活用するかというと

ころまでは議論は煮詰まっておりませんので、特に記載はしておらないというのが

現実でございます。 

○中村委員  それを煮詰めるのが総合計画ですよね。そして今、形状が合わない

とおっしゃいましたけれども、それでは、なぜ、広域ごみを小原野に持っていくこ

とを考えられなかったんですか。形状でここにしか駄目ということ自体が非常にお
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かしいんじゃないんですか。 

○三鬼政策調整課長  申し訳ない、私はごみのくだりにはちょっと詳しくないの

で、的外れでしたら申し訳ないんですけど、いわゆる市有地として活用が可能な土

地については、様々な事業をするときには全て検討するのが当然だと思っておりま

す。そういう中で、様々な課題を整理しながら事業というのを進めておりますので、

今、委員がおっしゃられた、なぜ小原野がごみの予定地にならなかったかというの

は、それぞれ議論した中でのいわゆる進行によるものだと私は理解しています。 

○中村委員  その経過をどうして議会で知らしめないんですか。これが開かれた

あれですか。そうやから、なぜ、ここに行くまでにどういう議論がなされて、今回

この総合計画をつくるまでに執行部の中でどういう議論がなされて、ただ紙ベース

で２日前にこれをもらって、はい、見ておいてください、はい、これです、それが

開かれた情報公開による総合計画づくりですか。 

○三鬼政策調整課長  私たちの努力が足りなければ申し訳ないと思いますが、今

回、総合計画は、最初からいろんな形でオープンにして情報開示に努めてきたつも

りでございます。ですので、こういうふうに、１１回の審議会ごとにいろんな報告

をしながら、議会にも６回ほど説明をさせていただいております。ある程度まとま

ったものはお手元に届いてからはある程度の時間があったものと私は理解しており、

細かく変わったところは、委員長にも御許可いただきながらいろいろ説明をさせて

いただきましたので、２日でと言われるのは、ちょっと発言の趣旨としては、少し

私たちは以前からお示ししてあるということは理解いただきたいと思います。 

○中村委員  これ、まず、６ページの策定に当たっては、第７次尾鷲市総合計画

策定基本方針で示す次の三つの項目を基本的な考え方として、総合計画をまちづく

りの進行管理ができる計画書として策定していますって書かれているんですよ。計

画書というのは結果で出てくるこの冊子であって、この冊子を作るために総合計画

がつくられるのではないので、この場合、計画として策定しますという文言である

べきなんですよ。最後の３番目に誰もが手にとって読んでいただける、じゃなくて、

誰もが分かりやすい計画づくりを行っていきますでいいんですよ。そういう言葉の

ことも直さんまま結局つくられていくわけでしょう。 

 それで、７ページ、実施計画、ＰＤＣＡサイクルを通じて新規事業の追加事業の

組替え、見直しを行い、適切な進行管理を行います。これ、ＰＤＣＡサイクルとい

うのは、適切な進行管理のためのシステムやから、この書き方は馬から落ちて落馬

してってなるんですよ。そういうふうなことを２日前に渡されて、これ、何回も同
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じかもしれないんですけれども、２日前に渡されると、何が始まるかいうたら、私

らはこういうところを毎回読み飛ばしてしまうのですよ。そうやから、読み飛ばさ

ないようにしていただきたい。 

 それと、２日、議会のほうをずらしたらいいじゃないですか。例えば、私らは執

行部の皆さんが仕事してないとか、仕事が遅いとか言っているつもりは全くありま

せん。すごくよくやっていただいていると思っています。そうやけど、もし今日出

来上がったんやったら、私らに見せて、１週間先に議会を開いてもらえばいいじゃ

ないですか、別に日にちがあるんやから。 

○三鬼政策調整課長  今、６ページ、７ページで御指摘いただいたところは、私

たちもその辺をどこまで詰めていくのかというのは、内部でも審議会でも議論にな

っておりません。確かに表現上、私たちが気づかずにこうしたほうがよいという意

見については素直に受け止めたいと思いますが、今おっしゃられたところ、計画書

は計画であるべきとか、いわゆるそういうつくりについては、総合計画をつくる上

で、議論をしていく上で、それが妨げになるのかというと、私たちはそういう意識

はございませんでしたので、認識不足としたら反省いたします。 

○仲委員  これまでの常任委員会での総合計画の審議については、一部の方から

個別計画に視点が置かれた議論がやっぱり進んでおると思うんですわ。総合計画と

いうのは、国保の事業の施設規模とかその事業予算については全く書かれていない

んですね。それはあくまで基本構想、基本計画、実施計画、三角ピラミッドの中の

一番底辺の実施計画の中で策定されるべきものであると。今回はそれは載っていま

せん。総合計画の審議はあくまで、基本構想、基本計画の三角の頂点から基本計画

までの間を審議するものであって、そういう記述にはなっています。 

 もう一点は、この７ページを見ていただきたいんですけど、これは、ＰＤＣＡサ

イクルというのは指摘があって、ここへ、実施計画のところへ前回から書き込んで

います。今回初めて出てきたものでありません。そうだと思うのです、それは後で

回答下さい。 

 それから、常任委員会は、令和２年８月１９日から今日まで、計７回審議をされ

ています。その都度、審議会で審議された総務計画の内容をここで表して、それで

審議して、意見があれば提出されて、その次にまた出てきています。今回これが２

日前に出てきた計画書ではないということでよろしいですか、執行部。 

○三鬼政策調整課長  今日午前中の、１月２８日に審議会で説明した変更点以外

は、これまで幾度となく開いていただいた行政常任委員会でも随時報告しながら変
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更を重ねていったものと御理解いただいていいと思います。 

○仲委員  やはり総合計画の記述の方法、策定の方法を、やはり実施計画とは何

ぞかということも含めて改めて説明していただいて、総合計画は基本計画までの１

０年間の尾鷲市の指針となる計画であるということをもう一度説明してください。 

○三鬼政策調整課長  そうしたら、７ページを再度御覧いただいてよろしいでし

ょうか。 

 今回上程させていただいているものは基本構想と基本計画のところでございます。

その下に実施計画というのが、先ほども御説明しましたが、基本計画に定めた施策

事業を財政的な裏づけをもって計画的に実施するための目的として、毎年度予算編

成時、言うなれば当初予算、３月議会でお示しをするものと理解していただきたい

と思います。施策の目標を達成するためにはＰＤＣＡサイクルを通じて新規事業の

追加、事業の組替え、見直しを行い、毎年改めていくことを前提としてチェックし

なければいけないということでございます。それを体系的に表したのが２７ページ

にあります施策の体系でございます。これにつきましては、右端に基本構想はここ

までですよ、基本計画はここからですよというのを明記させていただきました。で

すので、１０年間のまちの将来像に向けた「住みたいまち 住み続けたいまち お

わせ」を実現するための基本目標五つが基本構想でございます。その下にひもづく

政策、施策を審議委員の皆様に御議論いただきまして、この総合計画とさせていた

だきました。 

 今議論いただいているような各予算を伴う施策につきましては、今後実施計画に

基づく予算が出てくるときに、いろんな形で総合計画に基づくものの中でも、こう

いう考え方がある、ああいう考え方があるという議論をいただくものと理解してお

りますので、そういう観点で総合計画の基本構想、基本計画を御理解いただいた上

で、個別の施策の議論につきましては別途御議論いただくのが私たちの望むところ

でございます。 

○西川委員  これ、１０年かかる基本の計画ですよね。尾鷲市ってさ、お金がな

いということをまず頭に置いていますか。借金まみれじゃないですか。それを、借

金がないのであれば、すいたことをやってもらえばいいですよ。病院だってそうじ

ゃないですか。それを考えた上でやっていくんだったら分かるけど、これが計画で

こうなって構想になっていって、段取りを何でも。じゃ、何で今、野球場なんです

か、金もないのに。 

○三鬼政策調整課長  基本計画は今回５年分をお示ししておると御理解ください。 
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 確かに実施計画、この総合計画の基本構想、基本計画の下にひもづく実施計画に

おいては、毎年予算を示していくことになります。１０年間分の、例えば予算を喫

緊として確保して、この事業をやるための裏づけとしているわけではなく、毎年毎

年、有利な補助金や交付金を活用しながら、支援をいただきながら一つ一つの事業

を実施計画という、例えばその事業が３年でできるのか、５年続くのかというのを、

毎年政策調整課が各課のヒアリングをしながらその事業の妥当性を毎年チェックし

て、途中で終わる事業もございます。継続する事業もございますが、そういうのは

毎年１年ごとにやっていきますので、財政というものは長期にわたる安定した、い

わゆる財源を目指すところの計画が非常に重要ですけど、今、ここにひもづく実施

計画の一つの施策は、単年度単年度で計画はしながらですけど、単年度単年度で議

論をしていくものですので、長期的に見ればいわゆる市債がどれだけあって、どれ

だけのお金が必要でというところは、私たちも常に財政課を中心に議論をしており、

どういうふうにすればこの事業がなし得るのかを常に考えさせていただいておりま

す。何もやみくもに、お金がないけど、これをどうしてもしなければいけないのだ

という提案ではございません。 

○西川委員  １０年たったらこの中のメンバーが何人残っておるんですか。その

ときの後へ続くものを、道をちゃんとつくってやらなあかんやないですか。そのと

きはまたそのときでもめるんですか。 

○三鬼政策調整課長  私たちはこの総合計画を出すに当たって、何度も申し上げ

ましたが、審議委員さんの皆様にも市長から諮問させていただいて、今、尾鷲市が

何が課題で、何を目指していくのかというところを出発にしています。それがない

と、例えば何も計画もなしに、単年単年でいろんなことを対応していくのも一つか

もしれませんが、まちづくりにおいては、市民の方がその方向に向いて、同じ力を

合わせていただける目標がないと、それ以上の力は発揮できないと思います。です

ので、それを求めていくためには、私たちは市民の声を生かしながら、この総合計

画でいわゆる目指すものをはっきりとして、それの目標に近づけましょうという目

標の下に、事業をさせていただきたいというふうに考えて、この総合計画を策定し

た次第です。 

○西川委員  じゃ、人口が減っていく、右肩下がりで人口は減っていきますよね。

右肩上がりで借金は増えていきますよね。そんなものもちゃんと計画の中に入って

いますか、これ。どんどんどんどん新しい事業を進めるのはいいですけど。そうい

うところもちゃんと１０年読めますよね、人口の減少と借金が増えていくのは。そ
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んな中でどうやって何を行うかというのもちゃんと考えてくれておるんですか。僕

はこれを見る時間がなかったもので、まだ熟読はしていないんですけど。そういう

ところがちょっと気になります。 

○三鬼政策調整課長  お示ししているのは１０年の構想と５年分の基本計画です。

基本計画に当たるところにつきましては、財政課が財政の計画を５年を基本で、５

年を単位で毎年つくり直して更新しておりますので、５年の中で必要と思われる財

政で、市債の残高、有利な交付金の活用も含めて、計画は議会のほうにも毎年示さ

せていただいておりますので、それがこの５年間の基本計画に基づく施策の基本と

なります。ですので、１０年分は財源が見通せませんけど、５年分につきましては、

この基本計画に基づくものは想定しているのが現状です。 

○西川委員  じゃ、この５年間の間にエックスデーはないんですね。 

○下村副市長  先ほど課長が言いましたように、やはり財政計画というものを立

てております。そういった中で尾鷲市のこういう総合計画に沿って、計画を立てて

いく、施策を進めていくという形になっております。１０年間と言いますと、やは

り国のほうの状況もどんどん変わってきます。いわゆる地方創生や云々というよう

な有利な交付金や起債等があれば、そういったものを活用するというような形の中

で、借金を減らしていきながら施策を進めていくというような形を取っていきたい

と思っております。 

 ですので、財政的なことにつきましては、当然、尾鷲市が破綻するようなことが

ないように我々執行部も取り組んでまいりますが、議員の皆様のチェックというの

が当然ございますので、そういったことを気をつけながら施策を推進していきたい

と思っております。 

○西川委員  チェックと言われたから、今チェックしておるんでしょう。それで、

５年間の中には想定外という言葉は入れんといてくださいね。大丈夫なんですよね、

これのままずっとこういう計画を続けていっても、大丈夫なんですね。そこだけ再

確認したいんですけど。 

○下村副市長  我々としては、そういった尾鷲市がよりよくなるような施策を進

めていくと。そのためにもこういった議会のほうへ説明させていただくとともに、

予算計上の際には皆様の御審議をいただくということとなっております。 

○小川委員  １点だけお聞かせください。野球場とか築山とか１６億円かかると

いうのが独り歩きしているように思うんですけれども、有利な補助金を使った場合

とか、実際に尾鷲市の負担というのは幾らぐらいなんですか。１６億いきませんよ
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ね。それはどうなんでしょうか。 

○三鬼政策調整課長  今、概算でこの都市公園を整備する、いわゆる安全対策も

含めた最大の費用として１６億５,０００万円相当が示されていると理解しており

ます。これは今もう５市町の協力による広域ごみ処理施設の代替野球場ということ

もございまして、現時点では、野球場と津波避難施設につきましては、５市町から

応分の負担をいただくことを約束いただいております。その中で、有利な補助金と

しては、国の社会資本整備総合交付金というものが都市公園整備という条件の中に

ございまして、都市公園として整備する中では最大２分の１ですので、１６億５,

０００万円の事業でしたら８億２,５００万円が最大で国からいただける可能性が

ございます。ですけど、交付金というのは最大ですので、それが例えば上限を下回

る場合も想定しなければいけないと思いますが、現時点では最大２分の１を目指し

ております。それ以外に５市町からの応分の負担をお約束いただいておりますが、

一つの方向性として、この交付金を活用できれば、尾鷲市も入れた５市町の負担も

減ることを一応想定しておりますので、尾鷲市単独の金額としては数億円、以前の

試算ではちょっとこの金額が、まだ私たちは想定をしておりますが、金額で言うな

らば３億円から４億円の中で収めることができないかということは、一つの目安と

しております。というのは、有利な交付金を活用でき、５市町の支援もいただき、

あとは、いわゆる起債等もうまく組み合わせながら、これを少しでも低く抑えるよ

うにすることによって、今、目安が下がっていくことを目指しております。 

○小川委員  その目安になる部分は、議会にこの部分はこうなりますというのは

示せないんですか。 

○三鬼政策調整課長  今は総額で幾らぐらいかかるかという、今年は基本計画を

お認めいただいて、基本計画を策定しているところで、以前議会にお示しした都市

計画審議会等にもお諮りしている図面、それに基づくものが、以前委員会に１６億

５,０００万円と提示させていただきました。個々の施設整備が年度が変わってい

ろいろ変わるものですから、年度によって交付金の給付率が最大ばかりもらえるの

か、減ったりするのかも含めて、今のところはまだ想定をしかねるところもござい

ますので、お金も最大それだけ要ることを想定しますが、安くなることも含めて努

力はしておりますので、負担金ばかり入れてしまうと数字が独り歩きになりますの

で、現時点では最大でもそれぐらいに抑えられないかということで、財政当局と相

談しております。 

○小川委員  じゃ、最大で３億から４億ぐらいって、僕ら議員として想定、理解
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すればよろしいですか。 

○三鬼政策調整課長  現時点で私たちが申し上げられるのはそういうことでござ

います。 

○南委員長  ちょっと今までの議論を聞いておりますと、仲委員さんの話ではな

いですけれども、やはり今回の議決事項として上程されているのは、あくまでも１

０年間の基本構想と５か年の前期基本計画でございますので、何か全体が個別の議

論の中へ入っているような感じですので、それも大切なことですけれども、もうち

ょっと全体的に、大局的に見て、いろんな角度から審査していただいたらなという

思いがいたしておりますので、考慮してよろしくお願いいたします。 

○中村委員  委員長も最初の本会議で言われていたように、この総合計画と、そ

れと今回の都市公園というのは密接につながってくるし、なぜ、これをみんなが気

にしているかと言ったら、５年、１０年のスパンで、一体尾鷲市がどれだけの負債

を抱えるのかというのをどの議員もきっと気にしてみえると思うんですよ。それで、

一つ、きっと委員長も気になると思うんですけれども、この前出していただいた基

本計画にはトイレも管理棟もなかったですよね。それで、ナイター設備のない硬式

野球場の基本設計を出されて、最大１６億円で済むという根拠はないと思うし、そ

れとこの基本設計自体が３月末日ぐらいに出てくるんですか。それで、それが出て

きて、実際にはもっとこれがかかる５年の間に今、いや、ちゃんと計画立てていま

すと言われたけれども、その計画が何に基づいているのかはやっぱりすごく気にな

るし。それで、借金したからと言って、次の年から返済が始まるわけじゃないです

よね。例えばこの都市公園が始まったときに借金しても５年間免除で５年先から返

済が始まったら、５年間は絶対大丈夫って言い切れますよね、それは。そうやから、

そういうところもひっくるめて、財政計画というのをもっと長期で示してもらいた

いというのと、それと、その構想に戻りますけれども、土地利用構想には非常に個

別のものが構想で出てきているんですよ。にもかかわらず、小原野は全くどこにも

触れられてないというのは、構想自体がおかしいんじゃないですかというのが１点

です。 

 それから、そこのところについて、個別の名前は出さないということ自体がおか

しいので、もう一回考えてください。 

○三鬼政策調整課長  最初のは財源のほうですよね。確かに、私たち財政課が出

している財政計画の中では、直近５年間のいわゆる借入れや支出も含めて想定して

おり、それを示させていただいたのを御承知いただいたと思います。それをいわゆ
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る起債が何年度から始まり何年度で終わるかということも、事業をした場合には必

ずついて回りますので、それは財政当局で想定しているというふうに私は理解して

おりますので、それもしかるべきときに、例えばどういう形でお示しできるのかど

うかは、また担当課と考えたいと思います。 

 その一方で、土地利用計画のところで小原野の記述までがどうしても必要じゃな

いかというところは、正直、私たちはこれを何度も申し上げますが、審議会からの

答申をいただいて、今回、次の１０年間の指針とするために今日上程しております。

その中での議論にそのところは及んでおりません。ですので、どこまでがないじゃ

ないか、ここまで書くのは余分じゃないかという議論は、当然私たちは甘んじて受

けますが、現時点として、小原野のいわゆる個別に記入するような内容、それは精

査されておりませんし、今後、例えばそれを防災に活用するのであれば、日々の議

会への報告やいわゆる地域防災計画の中での位置づけも含めて、個々の計画でやっ

ていくべきではないかと思います。総合計画に全て方向性は載せてありますので、

議論することは当然できますので、方向性をさせていただいて、総合計画に同時に

載っていないと前へ進めないかというと、そうではありませんので、そういう御理

解で今回は見ていただきたいと思います。 

○中村委員  載せることは絶対ではないですけれども、それを想定して載せるべ

きですし、載っていないことを何でもかんでもやっていくというのは、それは行政

運営上いかがなものかと思うんですよ。考え得ることを全て出して、そして今、答

申をもらったからっておっしゃいましたけれども、審議会の答申は答申であって、

これは議決案件であって、議会が最終決定する場所なのですよ。だから、審議会で

審議されへんかったから載せへんというのは、それは返事としておかしいと思うん

ですけど、いかがですか。 

○三鬼政策調整課長  私どもは確かに審議委員さんと令和２年から議論してまい

りました。その中で私たちの、例えば提案の視点が漏れていたのであれば致し方な

いですけど、こういう、例えば防災という国土強靱化計画を包括しながらつくり上

げた中においては、非常に防災の視点は濃く議論されました。その中で、小原野の

位置づけが、市として、まだこういうふうに使うという方向性は示されております

けど、例えば、年次計画でこういうふうに利用しますという方向性が見えていない

中では、現在はこの総合計画に記載が十分にできなかったというのは事実でござい

ます。 

○南委員長  課長、都市計画マスタープランの中での小原野の位置づけというの
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は、どのようにされていますか。参考までにお聞かせをいただければと思います。 

○下村副市長  小原野の土地利用については、まだ国土交通省にお貸ししておる

ということもありまして、過去の経緯で私もちょっとうろ覚えなんですけど、ある

程度国交省が終わった時には整地していただくというようなお話もありました中で、

市として小原野用地の利活用について、まだ調整会議も政策会議も諮っておりませ

んので、小原野用地の利用につきましては、今後、市のほうの課題になってくると

思っております。 

○南委員長  書いてありませんか。どこかで見たと思うんだけれども。今、副市

長が小原野の普通財産、使用許可で、岩田前市長のときだったと思うんですけれど

も、一応、国交省の契約としたら令和５年の年度末が一応契約事項となっておりま

す。ただし延期も可能ということだと思います。なかったらよろしいです。 

○中村委員  それでは、４１ページの国土強靱化計画の３番目の計画期間がある

んですけれども、計画期間や計画の見直し期間の設定は行わないものとするという

のはどういう意味ですか、これ。 

○三鬼政策調整課長  国土強靱化計画につきましては、私どもも令和３年３月に

策定をさせていただきました。というのは、国土強靱化計画は国の国土強靱化計画

に基づく、いわゆる、あらゆるハードメニューの交付金の基となる考え方ですので、

それを三重県全体として策定をして国に望まないと、財源確保の面において一致団

結してやりましょうというところもございまして、総合計画の策定に先立ちまして、

１年前に策定をさせていただきました。この条文におきましては、いわゆる何年ご

とに改定をしなければいけないかとか、そういう総合計画との一体性も含めて自由

な議論ができております。ですので、基本的には計画期間や計画見直し時期の設定

を行わず、毎年いろんな形で策定を見直すべきという観点から、ここに載せさせて

いただいているのは、いわゆる変わらない、普遍的な部分を載せさせていただき、

随時変えるべき実施計画に当たるような部分は別途記載をさせていただいて、それ

は毎年変えさせていただくというふうに理解いただきたいと思います。 

○中村委員  ここに国の基本計画は計画期間を定めておらずってなっているんで

すよ。国は各自治体に事前復興計画の策定を求めていますよね。それでも、令和３

年３月につくられた計画の中に事前復興計画ってなかったですよね。それについて、

この基本的な考え方の中に事前復興計画を入れるという一文がどうしてないんです

か。 

○三鬼政策調整課長  確かに防災のページで御説明しましたように、いわゆる防
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災で日々どういうふうな防災対策をしていくかという中で、以前にも御指摘いただ

きました事前復興計画のいわゆる重要性につきましては、委員も以前定例会等で御

指摘されております。それも踏まえて、いろんな形で防災の分科会の方たちも議論

いただきましたが、今の時点で、いわゆる地域防災計画に基づく体制整備とか避難

体制も含めて、そういうところに重点を置いた施策は十分書かれておりますが、事

前復興計画におけるその辺の議論は、今回のところでは特に記載はございません。 

○中村委員  いや、それは、記載はございませんじゃなくて、国が求めていて、

もともとこれは市、地方自治体が自主的に独自につくっていくものであって、県が

つくっていないから横倣え、国が指定していないから横並べのものじゃないですよ

ね。市はどういう考え方で、国土強靱化に基づいた基本的な考えをこの５年、１０

年の総合計画の中に書くんやったら、事前復興計画というのが、喫緊の課題である

南海トラフ地震が、ここにも書いてありましたよね、今後３０年間に７０から８０

の確率で来るかもしれないみたいなことを書いておきながら、その一方で、事前復

興計画をここには入れていませんって、それはやっぱりないと思うんですよ。それ

をしっかりやっていかな、このまちの人口減少以前の問題だと思うんですよ。人口

がなくなりますよ。 

○三鬼政策調整課長  確かに地域防災計画の中でこの辺はずっと議論していくべ

きことだと思います。やはり国が国土強靱化計画に基づいて指針を示している以上、

それを尾鷲市にどう当てはめるかというのは地域の実情もあって、それを集約して

表現していくのが地域防災計画だと思いますので、そこでの議論がまず出発点かな

と思います。 

○中村委員  それを上位計画のここに書き込むのが総合計画なんですよ。下でや

るからじゃないです。これを今つくるんやったら、ここに書き込んでおくというこ

とが大事なんですけれども、どうですか。 

○三鬼政策調整課長  確かに私もちょっと防災危機管理課の現状を全て知ってい

るわけじゃないんですけど、地域防災計画でその辺の議論がどこまでできているの

かも、やはり総合計画に書く基本となると思います。目指すべきものは国に倣って

書くべきという考え方もございますが、それは国土強靱化計画の中で述べられてい

ると思いますので、そういうことも含めて、尾鷲市の現状に合った形での記述にと

どめるところも一つだと思います。 

○中村委員  論点がずれていると思いますけれども、そういうことを聞いていま

せん。 
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○三鬼政策調整課長  確かに不十分でないものは書かないほうがいいという御意

見があったり、先を見越して書いたほうがよろしいという御意見もいただきながら、

私たちは、そういうこともいろいろ御指摘いただいたことも判断しながら、この総

合計画は進めさせていただきたいと思い、審議会の答申を上程させていただきまし

たので、この際の御意見としていろんな形で御意見いただけたらと思います。 

○中里委員  皆さんの議論とはちょっと違うのですけれども、少し確認したいこ

とがあります。 

 この計画の資料の中にちょこちょこ子供の絵が入っていて、かわいいなと思って

見ていたんですけど、これは資料に、皆様に配られるというか、見ていただけるよ

うな状況になったときには入ってくるものなんですか。 

○三鬼政策調整課長  成果物として載せることを前提に御了解をいただいて描い

ていただいたものです。 

○中里委員  でしたら、これ、私の子供の学校でも募集されていた絵なんですけ

ど、絵の意味というか、こういうことで書いたんだよみたいな題名があったらちょ

っと楽しいかなと思ったんですよね。 

 ちょっと難しいとは思うんですけど、この文字全部に平仮名を振ってもらうとい

うのは難しいでしょうか。 

○三鬼政策調整課長  総合計画全部にという意味ですか。 

○中里委員  できたら。 

○三鬼政策調整課長  事実的にちょっと難しいかなという思いは私はしておりま

すが、例えば、難しい漢字にはルビを振るのが基本とはなっておりますが、全ての

漢字になると字の間隔とか見にくさにもつながってしまうので、それは現時点では

ちょっと現実的ではないかなと、ちょっと補佐が説明します。 

○濵田政策調整課長補佐兼係長  確かに小学生の方に書いていただいたこともあ

って、当然見ていただかないといけないので、この冊子全体じゃなくて、今話しし

ているのは概要版のほうの中で、概要版をつくるというパブリックの御意見もある

し、皆さんが手に取っていただいて分かりやすくという話があるので、そちらのほ

うは子供さんにも読めるようにルビを振るような、分かりやすいつくりにさせてい

ただこうかなと今、話を進めていますので、そちらで対応させていただければと思

います。 

○中里委員  お願いします、ぜひ。 

○南委員長  参考までに、先般私のほうからも難しい漢字が書かれているという
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ことで、例えば脆弱性だとかいった、テレビなんかだと脆弱の脆は平仮名で字幕で

出てきたりしているものですから、できるだけそういったことも配慮していただき

たいなとお願いをした事実もありますので、御理解を賜りたいと思います。 

○中村委員  それでは、６４ページの８の５の液状化のところで、１２月のとき

に地盤の液状化危険度調査を全てのところで実施されるんですかとお尋ねしたら、

いいえ、全てのところではしませんってお答えをいただいたと思うのですけれども、

今回それがもう抜けてしまっていますよね。そして、審議会では、議会のほうで指

摘があったから抜いたっておっしゃったんですけど、私はこれを抜けって言ってい

ませんけれども。 

○三鬼政策調整課長  御説明申し上げます。これにつきましては、いわゆる液状

化危険度の把握、地盤改良等の防止策について、実施については莫大な費用が必要

となるが、市独自で市全域を行うのか、これに比べればブロック塀やトイレの耐震

配管なども微々たるものであるという御意見もいただいた中で、当日は、液状化危

険度の把握、地盤改良は必要に応じて検討していくこととなりますと、大きな財源

を伴うので計画的にしていくのか、それとも特定の事業において特化的にやるのか

を含め、この記載を検討させていただくということを申し上げております。その結

果、いわゆる地域防災計画を管轄している防災危機管理課とも協議の結果、今回本

市の地域防災計画に液状化対策について現状に沿うような修正を見込んでおり、総

合計画の液状対策、危険度の把握については、地盤の液状化、危険度調査を実施し、

というところは実態にそぐわないところもあり削除するという、内部のところで検

討した結果というふうに御説明を申し上げました。 

○中村委員  いいえ。審議会では議会での指摘で削除したっておっしゃったので、

それについて、私は言っていませんので。 

○三鬼政策調整課長  削除せよというところではございません、こういうことを

書いてあるが、現実にできるのですかという御指摘に対して、内部で慎重に検討し

た結果、こういう表現をすると、例えば莫大な財源を伴ってする必要があるのかと

いうところも含めて、個別対応には液状化対策をしなければいけないというところ

は当日もお答えさせていただきましたけど、そういうことも含めて、議会の御指摘

を受けて削除したというのではなしに、議会の御指摘を受けて検討の結果、削除し

たのが正しいことです。 

○南委員長  ここで委員会室換気のため、１０分間休憩します。 

（休憩 午後 ２時１５分） 
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（再開 午後 ２時２４分） 

○南委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を続行いたします。 

 皆さんにお断りを先に。市長が午後３時から公務でお客さんが見えるということ

でございますので、少し市長には委員会席を離れていただきますことを御了承願い

たいと思います。 

 それでは、引き続き委員会を行います。 

○内山副委員長  前回の行政常任委員会のほうで、おわせＳＥＡモデル構想で具

体的な基本計画が３月末に出るって確か言っておられたように思うのですけれども、

私の間違いではないでしょうか。 

○三鬼政策調整課長  先日申し上げましたのは、おわせＳＥＡモデル構想に基づ

く、いわゆる多目的スポーツフィールドと呼ばれる現在野球場や多目的グラウンド、

昨年の３月末の第１回臨時会でお認めいただきました基本計画、いわゆる多目的ス

ポーツフィールド基本計画策定業務というのが３月２２日が契約期限ですので、そ

れまでに成果物をいただきながらお示しするということを今想定しております。 

○内山副委員長  まず、その基本計画ができたことの３月末にできることと、そ

して、先ほど南委員長が質疑をしたときに、２月２８日に都市計画審議会が行われ

る予定と言いましたけれども、これ、２点ともすごくおわせＳＥＡモデル構想につ

いて大事なことだと思うんですよね。 

 そして、今回の総合計画が令和３年度で終わってしまうというか、区切りになっ

て、予算の関係もあると思うんですけれども、この二つの大事なことが決まってか

らと言ったらおかしいんですけれども、終わってから、予算関係なしで引き延ばす

というんですか、それから審議会を行ってほしかったと思うんですけれども、そう

いうことはできなかったんでしょうか。 

○三鬼政策調整課長  どっちの審議会ですか。 

○内山副委員長  一番最後のこの総合計画の審議会なんですよね。この二つが分

かってある程度決まっていれば、その審議会の中でもきちんと説明できることと、

そして、私なんですけれども、おわせＳＥＡモデル構想について少しぐらいは分か

るというのかな、そうしたらこの随所に書かれていることもある程度理解できたの

かなと思うんですけれども、そういうことはできなかったんですか。 

○三鬼政策調整課長  副委員長がおっしゃられるのは、いわゆるスポーツ振興ゾ

ーンの新しい施設に関するいろんなことが決まってから、最終の審議会を開いて総
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合計画の上程をしたらどうかという御理解だと思います。 

 私どもはあくまでもこのおわせＳＥＡモデルは、ここに記載させていただいてい

る事項、例えば３０ページを御覧いただいたら分かるように、中部電力跡地を活用

したＳＥＡモデル構想の実現で、新しい人の流れ、いわゆる雇用を産んだり集客、

それは幅広い分野を横断してのまちづくりにつなげますという表現とか、その下に

は、生涯学習の充実などによって、ＳＥＡモデル構想で計画するスポーツ振興ゾー

ンで運動イベントとかも含めてやりますと、例えばＳＥＡモデル構想にありますス

ポーツ振興ゾーンは、今、御提案している都市計画区域が現実ですけれども、以前

からあそこにはテニスコートをはじめ、スポーツ施設が現在もありますよね。そう

いうことも含めて、スポーツ振興に資する場としてＳＥＡモデル協議会の位置づけ

がもともとございます。ですので、そういうことは特に限定して何かを示している

のではなしに、いわゆる総合計画として、ＳＥＡモデル構想で人の流れを変えまし

ょう、スポーツ振興もできたら既存の施設もありますけど、中電跡地にもスポーツ

施設がありますので、それも活用しながらやりましょうという普遍的なものについ

て述べているのが基本なので、都市計画審議会が終われば、これが例えば記述が変

わるとかいうものではないというふうに御理解いただきたいと思います。 

 ですので、それを踏まえて私たちは、第１回定例会に当初予算を上げる前での、

基本的な考え方の基となる総合計画をこの臨時会という場で上程させていただいた、

この日程につきましてはぜひ御理解いただきたいと思います。 

○南委員長  ちょっとよろしい。 

 今、課長は都市計画審議会は関係ないようなことを答弁したけれども、これはあ

れでしょう、都市計画決定が大前提でしょう。そんな中途半端なことを言ったらあ

きませんよ、あなた。これも訂正してもらわな。 

○三鬼政策調整課長  訂正いたします。申し訳ございません。 

 いわゆる総合計画の審議会の日程が、今おっしゃられたように最後にできなかっ

たのかという御提案につきましては、私たちは第一に、第１回定例会において、当

初予算を上程させていただきたいと思っています。それは、この第７次総合計画に

基づく予算案として御審議いただきたいという基本的な考え方がございます。とい

うのは、基本構想、基本計画、それに基づく予算が今回、令和４年度の予算として

お示しをしたいと思いますので、それも踏まえて、この時期にお願いしたいという

こともあって、今、副委員長がおっしゃられた日程につきましては、ちょっと難し

いという判断も含めまして今回にお願いした次第です。 
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○内山副委員長  予算の関係も分かります。しかし、これからの１０年間の方向

性を決める総合計画です。例えば４年度の予算に間に合わなくても大事なことです

ので、１回目が終わってからでも臨時でできるんじゃないのかなと私は思うんです

よね。それだけこの総合計画というのは大事なことなので、やはりきちんとしたこ

とが決まってからの総合計画のほうが審議会の方たちも市民の方たちも納得すると

思うんですよね。 

 だから、予算のほうが大事なのか、先なのか、それともこっちが先なのかと。私

は総合計画のほうが大事だと思うんですよ。だから、そこも踏まえてしてほしかっ

たという私の希望なんです。大事なことはやっぱり予算をつける前にきちんと話し

合われることだと思うんですよね、１０年間の方向は。だから、そういう面で詰め

が甘いんじゃないのかなというのが私の感想なんですけれども。 

○三鬼政策調整課長  御意見は大切だと思っていただけるところは、非常にその

とおりでございますが、私どもも審議会で、常任委員会にも計画性を持って議論を

お願いしてきました。というのは、コロナ禍において、本来ならば１２月定例会で、

きちっと議論をした上でお認めいただくのが本来のスケジュールでございましたが、

コロナ禍において、部会が開催されなかった時期を踏まえて、議会のほうにお願い

しまして、こういうずれた時期に御議論いただいているのは申し訳ないことでござ

いますが、それを例えば、今おっしゃられるようなところをさらに加味してするこ

とは、私は総合計画の位置づけと、いわゆる令和４年の当初予算の位置づけを考え

ると、ぜひ今のスケジュールでお願いしたいというのが本旨でございます。 

○内山副委員長  総合計画はとっても大事なことです。私はそういうふうに認識

しております。１０年間という間にいろんなことが起こると思うんですよ。だから、

やはりきちんと予算は後にして、まずこちらのほうが私は優先的なことだったと思

うんですよね。やはりそこら辺の執行部と議会とのあれが、ちょっと何かかみ合っ

てないのかなと思うんですけれども。今からそういうのは無理だとは思うんですけ

れども、答申をいただいておるので、だからそういうところもやっぱり考えてほし

かったと思うんですけど。 

○三鬼政策調整課長  総合計画の重要性を非常におっしゃっていただくのは非常

にありがたいことですが、何度も申し上げて申し訳ないんですが、今回の議案の上

程させていただいたタイミングは、本来ならばもっと前にやるべきだったというス

ケジュールもございまして、御無理を言いまして、コロナ禍の中延ばさせていただ

いたことをお含みいただきまして議論いただき、当初予算に入らせていただきたい
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と思っております。 

○南委員長  副委員長、よろしいですか。 

 他にございませんか。 

○中村委員  この基本計画の設計図書が出てくるのが３月２２日というのは、こ

れは一体どういうことですか。どうして、都計審の２月２２日前に出てこないんで

すか。 

○三鬼政策調整課長  建設課に担当していただいています、都市計画審議会にお

きましての審査項目は、県のほうといろんな事前協議も含めながら、書類の整理を

しているとお聞きしております。あくまでも、私たちが今３月２２日と申し上げま

したのは、私たちが基本計画の予算をお認めいただいてから契約した契約の満了日

でございますので、それまでに例えば議会のほうに御相談して、いろんな形で御報

告をする時期を相談したいと思っております。３月２２日はあくまでも契約の満了

日ということで私たちはお示ししておって、それまでに都市計画審議会に必要な書

類等は、県とも協議の上全てをそろわせていただいて協議に臨むというふうに聞い

ております。 

○中村委員  きっと委員長らもこれ、出席されてとっても困ると思うんですけど、

今さっきも言ったように、この基本計画のラフ図、縮尺も全くでたらめですよね。

築山の直径も足りませんし、トイレも管理棟もナイター施設もない中で、１６億っ

て書いてあるんですけれども、そういうことがこの基本計画が出てけえへん限り、

きっと都計審の皆さんもむちゃくちゃ困られると思うんですよ。これもちゃんとし

ていただいて、本来全ての順番が反対、わざわざ反対なのかどうかは知りませんけ

れども、反対やもんで、今、副委員長も委員長も最初に言われていたように、都計

審もすごい大事なので、もうどれも一緒ぐらい大事なので、何かこういう本当にや

っつけ仕事で、たったこれだけの会議で全てを審議させて、これまた一番最初に濵

中委員も言われていたみたいに、反対多数にはなれへんのかもしれんけれども、こ

れ、国会やったら、憲法改正に３分の２以上が要るんですよ。市においての総合計

画というのは憲法並みですから、これ、議員の３分の２、７名以上が賛成せえへん

かったら、それこそ不信任に近いような、はっ、という感じになっていくので、そ

このところも、もっともっと丁寧な今までの運営があってもよかったんじゃないか

なと私は思います。 

○三鬼政策調整課長  御指摘のところは、私たちも常々審議会を丁寧に開催する

こと、それを見える化して公表すること、議会には丁寧に説明することを心がけて
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させていただきましたので、今の御指摘は甘んじて受けなければいけないと思いま

すけど、私たちは限られた時間の中で、審議をしなければいけないというのも現実

的にございます。というのは、コロナ禍の中、いろんな事業が後ろ倒しになる中、

議会にも御無理言いまして、総合計画の策定が令和４年度から必要ですので、本来

ならば１２月であるところを今回臨時で開いていただきました。まだまだ議論が足

りないという御議論もあると思いますけど、いわゆる１０年の構想を目指したとこ

ろを示しつつ、いわゆる足りないところは個々の計画であるとか、いわゆる実施計

画に基づく予算案であるとか、そういうところで御指摘をいただきながら、よりよ

い方向に進めていきたいと思いますので、そういう御理解でお願いしたいと思いま

す。 

○南委員長  よろしいですか。他にございませんか。 

 他にないようですので……。 

○三鬼議長  先ほどの審査の中で財政的なことが言われておりました。 

 １点は、改選前に議員の一般質問であるとか議会全体から執行部に対して、５か

年の予算の見直しとかそういった方針を示していただくようになって、その以降、

財政課から５年分の予算の見通しというのを示してもらっておりますので、こうい

った総合計画、これが進めば実施計画という形になろうかと思うんですけど、そう

いったことは、また財政の見通しとも合わせた中で御審査していただきたいと、先

ほどの質問からちょっと思いましたもので、皆さんに審査の中で、御理解願いたい

と思っています。 

○南委員長  それでは、議案第２号、第７次尾鷲市総合計画の基本構想及び基本

計画についての審査は終了いたします。ありがとうございました。 

 それでは、付託議案の採決に入ってもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  了解をいただきましたので、それでは、当委員会に付託されました

２議案についての採否を行いたいと思います。 

 まず最初に、議案第１号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１５号）の議

決について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員でございます。ありがとうございます。 

 引き続きまして、議案第２号、第７次尾鷲市総合計画の基本構想及び基本計画に

ついて、原案可決に賛成の委員の挙手を求めます。 
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（挙 手 多 数） 

○南委員長  挙手多数でございます。よって、第７次総合構想及び基本計画は委

員会として可決すべきものと決しました。 

（「間違えた」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  採決を採ったら、採り直しは委員会としてはないと理解をしており

ます。 

 まだ待ってください。 

 委員長報告につきましては、一任というよりかは、できるだけ皆様の意に沿うよ

うな委員長報告をさせていただきたいと思いますので、２０分余り時間をいただけ

ないでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  じゃ、すみません。これをもちまして当委員会を閉会いたします。

ありがとうございました。 

（午後 ２時４３分 閉会） 


